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本資料の概要 

 本資料は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45年法律第 136 号。以下「海洋

汚染等防止法」という。）に基づいた着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方を示すも

のである。 

 本資料で扱う範囲は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関す

る法律（平成 30 年法律第 89 号）1に基づいて一般海域に設置される着床式洋上風力発電施設の

みに限らず、例えば、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）2に基づいて設置された着床式洋上風

力発電施設等、すべての着床式洋上風力発電施設のうち、海洋汚染等防止法上の海洋施設に該

当するものの廃棄許可に係る手続、考え方等である。 

 一方、海洋汚染等防止法上の海洋施設に該当しない設備等（海底送電線、海底ケーブル等）の

廃棄、海洋汚染等防止法で規定されていない、施設の有効利用や撤去費用に係る考え方や手続

等については、本資料の対象外としている。 

 本資料では、海洋施設、廃棄、撤去、残置、捨てる、有効利用等の用語の定義を解説している。 

 本資料の第１部では、主に、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件（平成 18

年環境省告示第 153 号）に基づき、海洋施設の廃棄許可に係る手続について、提出書類一覧を

示した上で、主に、許可申請書で記載すべき事項と内容、必要な書類、事前評価書等に関して、

解説した。 

 第２部では、「着床式洋上風力発電施設の残置に係る検討会」における議論を基に、国内外で主

流となっているモノパイル式の基礎を例として、主に、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼす

おそれがない廃棄方法の考え方として、残置する部分の適切な範囲及び撤去工事が海洋環境に

与える影響を、海洋に捨てる方法以外の適切な処分の方法の考え方として、有効利用の可能性、

撤去すべきもの及び廃棄後の監視報告のあり方等、について、とりまとめた。 

 第３部では、着床式洋上風力発電施設の残置を検討する上で参考となる国内の海洋施設の残置

の事例、海外の着床式洋上風力発電施設の残置の事例及び廃止に係る法規制、並びに国際的な

枠組みについて、とりまとめた。 

 本資料は、利用可能な最良の技術（BAT = Best Available Technology）の進展状況や社会情

勢等の変化に対応する形で必要に応じて改定する。 

  

                                                      
1 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000089 
2 https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=325AC0000000218_20200214_501AC0000000068 
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本資料の目的と活用方法 

 本資料は、海洋汚染等防止法に基づいて、着床式洋上風力発電施設の廃棄の許可申請をしようと

する事業者が、海洋汚染等防止法における規定内容を十分に理解した上で、所要の手続を適切かつ

迅速に行うための一助となることを目的としている。 

海洋施設の廃棄については、海洋環境の保全を目的として、「1972 年の廃棄物その他の物の投棄

による海洋汚染の防止に関する条約」（以下「ロンドン条約」という。）及びその内容をさらに強化

した「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の 1996 年の議定書」

（以下「ロンドン条約 1996 年議定書」という。）により国際的に規制されている。我が国は、ロン

ドン条約及びロンドン条約 1996 年議定書を批准しており、海洋汚染等防止法等により所要の措置

を設けている。具体的には、海洋施設を原則海洋に捨ててはならないとし、例外的に、環境大臣の

許可を受けた上で、海洋に捨てることが可能であるとしている。 

 本資料で取り扱う着床式洋上風力発電施設については、2050 年のカーボンニュートラルの実現

に向けて、2030 年までに 1,000 万 kW、2040 年までに浮体式も含む 3,000 万 kW～4,500 万 kW の案

件を形成するという政府目標に基づき、今後、設置が増えるものと見込まれており、現状での風車

の設計寿命は約 20 年とされていることから、将来的に、廃棄又は撤去の事例も増えることが予想

される。着床式洋上風力発電施設のうち、海洋汚染等防止法上の海洋施設に該当するものは、前述

のとおり、海洋に捨ててはならないとされているが、他の事業における有効利用や陸上処分の可能

性を十分に検討し、海洋に廃棄する以外に方法がない場合であって、かつ海洋での廃棄が海洋環境

に及ぼす影響を事前に評価し、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼす恐れがない場合に限り、所要

の手続を経た上で廃棄が実施可能となる。 

 脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの更なる導入を促進する必要性が高まっており、

環境への影響を未然に防止しながら、再生可能エネルギーの最大限の導入を円滑に進めていくこと

が求められる中、海洋施設廃棄の許可申請等に係る法令等は多岐に渡っており、また、洋上風力発

電施設の廃棄に係る許可申請も過去事例がないことから、業界団体等より、今後、洋上風力に関す

る事業者が海洋施設廃棄の許可申請をしようとする際に必要な情報を明確化してほしいとの要望

があった。本要望を受けて、令和３年６月 18 日に閣議決定された規制改革実施計画において、「着

床式洋上風力発電施設のうち、海防法の対象施設に該当するものの事業終了後の構造物の取扱いに

ついて、海洋汚染等防止法に照らして認められる海洋環境の保全に十分に配慮した撤去方法の具体

的な在り方について、検討会を開催し一定の考え方を示す」と記載がなされた。 

このような現状より、環境省では、令和３年度に着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え

方について検討することを目的とした、「着床式洋上風力発電施設の残置に係る検討会」3を設置し、

国内外の着床式洋上風力発電施設の海洋での廃棄に関する情報や、許可制度等の情報を整理すると

ともに、着床式洋上風力発電施設のうち、海洋汚染等防止法上の海洋施設に該当するものの事業終

了後の構造物の取扱いについて、海洋汚染等防止法に照らして認められる海洋環境の保全に十分に

配慮した撤去方法の具体的なあり方、残置に係る海洋環境影響の考え方等について検討を行った。

本資料は、上記の検討会における検討の結果を踏まえてとりまとめたものである。 

                                                      
3 http://www.env.go.jp/water/disposal/permit/kentoukai.html 
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 なお、事業者の責務として、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110 号）4第 11 条に基

づき、事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制す

るために必要な措置を講ずることに留意する必要もある。 

 また、本資料は、利用可能な最良の技術（BAT = Best Available Technology）の進展状況や社

会情勢等の変化に対応する形で必要に応じて改定する。 

 

 

海洋施設廃棄の許可申請等に係る法令等を下記に示す。 

 

○ 法律 

・ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号）5 

（以下「海洋汚染等防止法」という。） 

○ 政令 

・ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 201 号）6 

（以下「海洋汚染等防止法施行令」という。） 

○ 省令 

・ 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令（平成 17 年環境省令第 28号）7 

（以下「許可省令」という。） 

○ 告示 

・ 海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件（平成 18 年環境省告示第 153 号）
8 

（以下「告示」という。） 

 

  

（写真）着床式洋上風力発電施設（日本風力発電協会提供） 

  

                                                      
4 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000110 
5 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000136 
6 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000201 
7 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60001000028 
8 http://www.env.go.jp/hourei/11/000041.html 

©Vestas Wind Systems A/S ©Vestas Wind Systems A/S 
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第１部 廃棄の許可申請に係る手続等 

 ここでは、海洋施設の廃棄の許可申請に必要な書類を示し、その書類において記載すべき項目、

内容を解説した。 

 

１.１ 手続の全体フローと本資料で取り扱う範囲 

本資料で扱う範囲は、図 １の「緑色」で記した部分である。 

なお、海洋施設の廃棄を実施するためには、当該手続に加え、海洋汚染等防止法以外の法令で定

められた手続も行う必要がある。 

また、海洋汚染等防止法第 43 条の３において「環境大臣は、第 43 条の２第１項の許可の申請が

次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない」と許

可の基準を定めており、申請書の審査にあたり、環境省において申請書内容が妥当なものであるか

どうかを判断し、環境大臣による許可を発給するものである。 
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図 １ 海洋施設の廃棄許可申請等の手続フロー 
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１.２ 提出書類一覧 

 様式第五号（海洋施設廃棄許可申請書）9 

 

                                                      
9 出典：

https://www.env.go.jp/water/var/www/html/_iq_import/water/kaiyo/ocean_disp/2hinsei/%E6%A7%98%E5%BC%8F%E7%AC

%AC5%E5%8F%B7_%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%96%BD%E8%A8%AD%E5%BB%83%E6%A3%84%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6

%9B%B8.doc 

様式第五号（第十二条関係） 

海洋施設廃棄許可申請書 

年  月  日 

環境大臣        殿 

               申請者 

                住 所 

                氏 名 

                 （法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに住所） 

 

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 43 条の 2第 1項の規定により、海洋施設廃棄の許  

可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 

△海洋に捨てようとする海洋施設の概要  

※許可の年月日 年  月  日 

※許可番号  

△海洋施設の廃棄に関する実施計画

に係る事項 

海洋施設の 

廃棄の時期 

 

海洋施設の 

廃棄海域 

 

海洋施設の 

廃棄方法 

 

△海洋施設の廃棄海域の汚染状況の 

 監視に関する計画に係る事項 

監視の方法  

監視の頻度  

備考 

１ ※の欄には記入しないこと。 

２ △の欄にその記載事項のすべてを記載できないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別

紙を添付すること。 

（日本産業規格 Ａ列４番）
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 添付書類-１ 海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類 

 添付書類-２ 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に

基づく事前評価に関する事項を記載した書類 

 

 

【ポイント】海洋施設の廃棄許可に係る手続の流れ 

 

図 ２ 海洋施設の廃棄許可に係る手続の流れ 

（「平成 26 年度 海洋施設の海洋投入処分に係る検討会（第１回）」資料をもとに作成） 
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１.３ 海洋施設廃棄の許可申請書 

 本申請書に関する法令等の記載は、次のとおりである。 

 なお、これ以降の法令等の文章中における下線は、本資料に引用する際に追加したものである。 

（船舶等の廃棄の規制） 

第四十三条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機（以下「船舶等」という。）を海洋に捨ててはならない。

ただし、海洋施設を次条第一項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが

困難なものを放置する場合は、この限りでない。 

２ （略） 

 

（海洋施設廃棄の許可） 

第四十三条の二 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を

環境大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 

二 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 

三 当該海洋施設の廃棄に関する実施計画 

四 当該海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画 

 

（許可の基準） 

第四十三条の三 環境大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きでなければ、同項の許可をしてはならない。 

一 廃棄海域及び廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海

洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。 

二 海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであること。 

 

（準用） 

第四十三条の四 第十条の六第三項から第七項※１まで、第十条の七※２、第十条の八第二項※３及び第十条

の九から第十条の十一※４までの規定は、第四十三条の二第一項の許可について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海洋投入処分」とあるのは「廃

棄」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

（海洋汚染等防止法 第 43 条第１項） 

（海洋汚染等防止法 第 43 条の２） 

（海洋汚染等防止法 第 43 条の３） 

（海洋汚染等防止法 第 43 条の４） 

 

第四十三条の四により、準用される規定は次のとおりである。 

 

※１ （船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可） 

第十条の六 １～２（略） 

３ 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが

海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類そ

の他環境省令で定める書類を添付しなければならない。 

４ 環境大臣は、第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、
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第二項の申請書及び前項の書類をその公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。 

５ 前項の公告があつたときは、第一項の許可の申請に係る廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の

見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出するこ

とができる。 

６ 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しな

ければならない。 

７ 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するもの

とする。 

※２ （許可の欠格条項） 

第十条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 

一 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なつた日から一年を経過しない者 

二 第十条の十一の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過

しない者 

三 法人で、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの 

※３ （許可の基準等） 

第十条の八 １（略） 

２ 環境大臣は、第十条の六第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるもの

とする。 

※４ （排出海域の監視） 

第十条の九 第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可

に係る同条第二項第四号の監視に関する計画（この計画について次条第一項の許可を受けたと

きは、変更後のもの）に従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしなければならない。 

２ 第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果

を環境大臣に報告しなければならない。 

（変更の許可等） 

第十条の十 第十条の六第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第二号から第四

号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣

の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り

でない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣に提

出しなければならない。 

３ 第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八の規定は、第一項の許可につ

いて準用する。 

４ 第十条の六第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたと

き、又は第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環

境大臣に届け出なければならない。 

（許可の取消し） 

第十条の十一 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六第一項の許可を

取り消すことができる。 

一 第十条の六第一項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第二項第三号

の実施計画（この計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの）に適合して

いないと認めるとき。 

二 第十条の六第一項の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したと

き。 

三 第十条の六第一項の許可を受けた者が、第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたと

き。 

四 第十条の六第一項の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第一

項の許可を受けたとき。 
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海洋汚染等防止法第 43条の２第２項各号に係る記載内容については、以降詳細に説明する。 
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１.３.１ 海洋施設廃棄の許可申請書 

 本申請書に関する法令等の記載は、次のとおりである。 

（海洋施設廃棄の許可の申請） 

第十二条 法第四十三条の二第二項の申請書は、様式第五号によるものとする。 

２ 前項の申請書に法第四十三条の二第二項第三号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として

記載すべきものは、次のとおりとする。 

一 海洋施設の廃棄の時期 

二 海洋施設の廃棄海域 

三 海洋施設の廃棄方法 

３ 第一項の申請書に法第四十三条の二第二項第四号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計

画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 

一 監視の方法 

二 監視の頻度 

４ 第一項の申請書には、海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。 

 

（海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準） 

第十三条 法第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 廃棄海域に係る基準 別表第三号中欄に掲げる海域であること。 

二 廃棄方法に係る基準 当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、か

つ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。 

（許可省令 第 12 条） 

（許可省令 第 13 条） 

 

【解説】 

 許可申請書の様式は「様式第五号（第十二条関係）」（p. 6）のとおりである。項目によっては、

所定の欄にすべての事項を記載することは困難であるため、様式第五号の備考２に記載のとおり、

必要に応じて別紙を作成して記載する。なお、「海洋施設の廃棄海域」、「海洋施設の廃棄方法」及び

「海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画」（以下「監視計画」という。）については、

別紙にて詳細を記載することが必要である。以降、具体的な記載内容について説明する。 

 なお、許可申請は、洋上風力発電設備等のうち海洋施設に該当する施設群を一体とみなして申請

を行うことが可能である。 
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【ポイント】海洋汚染等防止法で定める海洋施設の廃棄の規制 

 
図 ３ 海洋汚染等防止法で定める海洋施設の廃棄の規制、許可及び許可の基準 
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（１） 申請者氏名 

 本項目に関する法令等の記載は、次のとおりである。 

第２．許可申請書の記載に当たっての留意事項 

１ 申請者の記載に当たっての留意事項 

 法第 43 条の２第１項の海洋施設を海洋に捨てようとする者（以下「海洋施設廃棄許可申請者」とい

う。）は、当該海洋施設を廃棄する事業者（以下「廃棄事業者」という。）とする。 

 また、代理人による許可申請の場合にあっては、許可申請書に、委任状その他の代理権の範囲を明らか

にする書類の写しを添付するものとする。 

 海洋施設廃棄許可申請者が事業者を構成員とする団体で法人格を有しないものその他の法人格を有しな

い社団又は財団である場合にあっては、許可申請書に、当該団体の構成員及び代表者又は管理人を記載し

た書類並びに規約、会則その他の当該団体の活動内容等を記載した書類を添付するものとする。 

２～４ （略） 

（告示 第２．１） 

 

【解説】 

 申請者は、海洋施設を廃棄する事業の実施主体の長（他者から受注して実施する者を除く。）であ

る。（海洋施設の廃棄を行う船舶所有者や解体撤去工事等の受注業者ではない。） 

 なお、申請者が、海洋汚染等防止法第 43 条の４において準用される、同法第 10条の７に規定す

る欠格条項※２に該当する場合は、同法第 43 条の２第１項の許可を受けることができない。 

 また、海洋施設を廃棄する事業の実施主体の長、組織名称の変更、住所の変更等により、許可の

有効期間内に本記載項目に変更が生じた場合は、海洋汚染等防止法第 43 条の４において準用され

る、同法第 10条の 10第４項※４及び許可省令第 19条※５に基づき、軽微な変更の手続が必要となる。 

 

※５ （許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更） 

第十九条 法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める

軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 

一 法第四十三条の二第二項第二号に掲げる事項に係る変更（当該変更によって海洋環境に及

ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。） 

二 第十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る変更 

三 第十二条第二項第三号に掲げる事項に係る変更（当該変更によって海洋環境に及ぼす影響

が減ぜられることとなるものを除く。） 

四 第十二条第三項第一号に掲げる事項に係る変更（廃棄海域の汚染状況の監視をする上で効

果的であるものを除く。） 

五 第十二条第三項第二号に掲げる事項に係る変更（当該変更によって監視の頻度が低くなる

ものに限る。） 
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（２） 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 

 本項目に関する法令等の記載は、次のとおりである。 

第２．許可申請書の記載に当たっての留意事項 

１ （略） 

２ 海洋に捨てようとする海洋施設の概要の記載に当たっての留意事項 

 法第 43 条の２第２項第２号に基づき許可申請書に記載する海洋に捨てようとする海洋施設の概要は、

法第 18 条の３に基づいてした当該海洋施設の設置の届出の内容に従い、海洋施設の名称、用途、設置位

置及び規模等を記載するものとする。 

３～４ （略） 

（告示 第２．２） 

 

【解説】 

 許可申請書には、海洋に捨てようとする海洋施設の名称、用途、設置位置及び規模等を記載し、

詳細は別途資料を作成して、許可申請書に添付する。 

 当該廃棄に係る具体的な内容については、「１.３.２ 海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がな

いものであることを説明する書類」（p. 26）で後述する添付書類（海洋に捨てる以外に適切な処分

の方法がないものであることを説明する書類）においても記載する必要がある。 
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～海洋施設の定義～ 

 「海洋施設」については、下記の関係法令に基づき、定義される。 

（定義） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

 一～九 （略） 

 十 海洋施設 海域に設けられる工作物（固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来で

きるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に

接続して設けられるものを除く。）で政令で定めるものをいう。 

 十一～十八 （略） 

（法 第３条第 10 号） 

（海洋施設） 

第一条の七 法第三条第十号の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。 

一 人を収容することができる構造を有する工作物 

二 物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物 

２ （略） 

（海洋汚染等防止法施行令 第１条の７） 

 

 なお、図４の構成要素のうち、着床式洋上風力発電設備、潤滑油の漏洩の可能性がある洋上変

電設備、及び人を収容する構造を有する観測塔は、海洋汚染等防止法上の海洋施設に該当する。 

 

図 ４ 一般的な着床式洋上風力発電設備等の構成要素 

（洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説を参考に作成） 
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（３） 海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項 

 本項目に関する法令等の記載は、次のとおりである。 

第２．許可申請書の記載に当たっての留意事項 

１～２ （略） 

３ 海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項の記載に当たっての留意事項 

（１）海洋施設の廃棄の時期 

 当該海洋施設を廃止する時期及び当該海洋施設の廃棄の時期を記載するものとする。この際、廃棄の時

期は最長でも６月を超えない範囲内で記載するものとする。 

 

（２）海洋施設の廃棄海域 

 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令（平成 17 年環境省令第 28 号。以下「許可省令」という。）第

12 条第２項第２号に基づき同省令第 13 条第１項の規定に従い定めた当該海洋施設の廃棄海域を、緯度及

び経度により示すこと等により分かりやすく記載するものとする。なお、許可省令第 12 条第４項の規定に

基づき、当該海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。 

 

（３）海洋施設の廃棄方法 

 許可省令第 12 条第２項第３号に基づき同省令第 13 条第２号の規定に従いに定める採用した海洋施設の

廃棄方法について、次の１）から３）までに掲げる海洋施設の廃棄方法の区分に応じ、当該１）から３）

に掲げる事項について、図面を用いるなど適宜の方法により分かりやすく記載するものとする。 

１）海洋施設のうち海面上に存する主要な設備部分等（以下「上載設備等」という。）の全部及び上載設備

等を支持する構造物（以下「架台等」という。）の全部又は大部分を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイ

プライン等を残置する場合 

 この際、廃棄される海洋施設中に残油等その他の浮上する可能性のあるものが残されていないこと、

埋設等の適切な手段を講じていることから廃棄される海洋施設自体が浮上又は移動する可能性がないこ

と並びに廃棄される海洋施設が船舶航行の安全の支障とならないことを示すものとする。 

２）海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等の全部又は大部

分を残置せずに海洋に捨てる場合 

 この際、廃棄される海洋施設中に残油等その他の浮上する可能性のあるものが残されていないこと、

廃棄される海洋施設の水中重量等から廃棄される海洋施設自体が浮上又は移動する可能性がないこと並

びに廃棄される海洋施設が船舶航行の安全の支障とならないことを示すものとする。 

３）海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合 

 この際、廃棄される海洋施設中に残油等その他の浮上する可能性のあるものが残されていないこと、

廃棄される海洋施設の水中重量等から廃棄される海洋施設自体が浮上又は移動する可能性がないこと並

びに廃棄される海洋施設が船舶航行の安全の支障とならないことを示すものとする。 

 なお、上載設備等の全部又は一部を撤去することが困難である理由及び廃棄される海洋施設の内容物

の漏洩等が生じないように講じた措置について示すものとする。 

４ （略） 

（告示 第２．３） 

 

【解説】 

１）海洋施設の廃棄の時期 

 廃棄の時期は最長でも６か月を超えない範囲で記載するものとする。 

なお、廃棄が行われるのは、少なくとも解体撤去に要する工事が終わった後になると考えられる。 



17 

このため、海洋に「捨てる」場合は、解体撤去に要する工事の終了予定日から、廃棄に係る工事

終了予定日までを廃棄の時期として記載する。 

海洋に「残置」する場合は、解体撤去に要する工事の終了予定日を廃棄の時期として記載する。 

 

 

２）海洋施設の廃棄海域 

 許可申請書には「Ⅳ海域」、「廃棄海域の緯度・経度」等を記載し、詳細は別紙に記載する。 

 海洋施設を廃棄できる海域は、許可省令第 13条で規定されているとおり「Ⅳ海域」（水産動植物

の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域※を除くすべて

の海域）であるため、その旨記載するとともに、緯度・経度等により具体的に廃棄海域が分かるよ

うに説明する。 

※ 令和３年９月現在、指定済みの海域はない。 

（海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準） 

第十三条 法第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 廃棄海域に係る基準 別表第三号中欄に掲げる海域であること。 

二 （略） 

 

別表（第六条、第十一条、第十三条関係）（第六条関係） 

廃棄物 排出海域 排出方法 

一 （略） （略） （略） 

二 （略） （略） （略） 

三 法第十条第二項第五号ロの政令で定め

る基準に適合する水底土砂 

IV 海域 第一号下欄ハに掲げる要件に適合する排出

方法により排出すること。 

備考 

一～二 （略） 

三 この表において「Ⅳ海域」とは、すべての海域（本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超え

ない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する

海域を除く。）をいう。 

（許可省令 第 13 条第１項） 

（許可省令 別表） 

 

 廃棄海域の範囲は、風や海流により解体撤去工事に係る船が移動することも考慮した範囲とする

ことが必要である。 

 併せて、当該申請における廃棄海域の現況にかかる確認のため、過去に許可が発給された海洋施

設の廃棄海域と、当該申請における廃棄海域及び影響想定海域の位置関係を示した図面を添付する

（ただし、過去に許可が発給された海洋施設の廃棄海域と、当該申請における廃棄海域又は影響想

定海域が隣接する場合に限る）。 
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 過去に許可が発給された海洋施設の廃棄海域の情報については、次の環境省ウェブサイトの海洋

施設廃棄のページを参照されたい。 

 https://www.env.go.jp/water/kaiyo/ocean_disp/3hakkyu/kaiyoushisetsuhaiki_table.html 

 なお、許可省令第 12 条第４項にあるとおり、別紙である実施計画とは別に、海洋施設の廃棄海

域の位置及び範囲を示す図面を申請書に添付すること。 

 

 

 

 

３）海洋施設の廃棄方法 

 海洋施設の廃棄方法は、許可省令第 13 条第２項において「廃棄方法に係る基準 当該海洋施設

から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が

浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。」と規定されているため、許可申請書にはその

旨記載する。また、この規定に従い採用された次の（１）から（３）の廃棄方法の区分より、計画

した廃棄方法の区分について、図面を用いるなど適宜の方法により、具体的に示す必要がある。 

 また、廃棄方法の計画については、事前に技術的な実現性等について十分な検討を行った上で、

作成する必要がある。 

 廃棄方法の区分については、「１.３.３ 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響に

ついての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類（事前評価書）」（p. 31）で後

述する。 

（１）海洋施設のうち海面上に存する主要な設備部分等（以下「上載設備等」という。）の全部及

び上載設備等を支持する構造物（以下「架台等」という。）の全部又は大部分を陸上に撤去し、架

台等の残部及びパイプライン等を残置する場合 

 この廃棄方法を実施する場合、下記３点を満たすことを添付書類で説明する必要がある。 

・ 廃棄される海洋施設中に残油等その他の浮上する可能性のあるものが残されていないこと 

・ 埋設等の適切な手段を講じていることから廃棄される海洋施設自体が浮上又は移動する可

能性がないこと 

・廃棄される海洋施設が船舶航行の安全の支障とならないこと 

 

（２）海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等の全

部又は大部分を残置せずに海洋に捨てる場合 

 この廃棄方法を実施する場合、下記３点を満たすことを添付書類で説明する必要がある。 

【ポイント】廃棄海域に係る記載について 

・ 廃棄海域が「Ⅳ海域」となっているか。 

・ 緯度・経度等により、廃棄海域が分かりやすく記載されているか。 
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・ 廃棄される海洋施設中に残油等その他の浮上する可能性のあるものが残されていないこと 

・ 廃棄される海洋施設の水中重量等から廃棄される海洋施設自体が浮上又は移動する可能性

がないこと 

・ 廃棄される海洋施設が船舶航行の安全の支障とならないこと 

 

（３）海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合 

 この廃棄方法を実施する場合、下記３点を満たすことを添付書類で説明する必要がある。 

・ 廃棄される海洋施設中に残油等その他の浮上する可能性のあるものが残されていないこと 

・ 廃棄される海洋施設の水中重量等から廃棄される海洋施設自体が浮上又は移動する可能性

がないこと 

・ 廃棄される海洋施設が船舶航行の安全の支障とならないこと 

 なお、上載設備等の全部又は一部を撤去することが困難である理由及び廃棄される海洋施設の

内容物の漏洩等が生じないように講じた措置についても説明する必要がある。 
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～「残置」と「捨てる」の違い～ 

 ここでは、海洋汚染等防止法と告示における用語について模式図を用いて解説する。 

 海洋汚染等防止法における「廃棄」と「捨てる」は、いずれも残置を含む海洋への廃棄全般を

いう。 

 一方、告示においては、「残置」と「捨てる」は廃棄方法として区別している。 

 告示における「残置」とは、既存の場所から撤去せずに廃棄することをいう。また、「捨てる」

とは、既存の場所から撤去して、海洋の別の場所に廃棄することをいう。 なお、告示において、

一部海洋汚染等防止法に準じた部分の用法では、これと同様に解釈する。 

 また、「撤去」とは既存の場所から取り去ることをいう。 

 

図 ５ 告示における「残置」と「捨てる」の違い 

（着床式洋上風力発電設備の図の出典：洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説より

編集して使用） 
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（４） 海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項 

 本項目に関する法令等の記載は、次のとおりである。 

第２．許可申請書の記載に当たっての留意事項 

１～３ （略） 

 

４ 海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項の記載に当たっての留意事項 

（１）監視項目及び監視の方法 

 第４．１に定めるところにより、監視項目及び当該監視項目に係る監視の方法について記載するものと

する。また、監視項目は、次の１）及び２）に掲げる事項とする。 

１）海洋施設廃棄の実施状況に関する事項 

①廃棄される海洋施設の量の実績 

②実際に廃棄を実施した時期（年月日又は期間） 

２）海域の汚染状況に関する事項 

 

（２）監視の実施時期及び実施頻度 

 第４．２に定めるところにより、監視項目ごとに監視の実施時期及び実施頻度について記載するものと

する。 

 

第３．（略） 

 

第４．廃棄海域の汚染状況の監視に関する留意事項 

１ 監視項目に係る監視の方法について 

 監視項目に係る監視の方法は、次の（１）から（３）までに掲げる海洋施設の廃棄方法の区分に応じ、

当該（１）から（３）までに掲げるとおりとする。 

 

（１）海洋施設のうち上載設備等の全部及び架台等の全部又は大部分を陸上に撤去し、架台等の残部及び

パイプライン等を残置する場合 

１）廃棄の実施状況に関する事項の確認に係る監視方法について 

 当該海洋施設の廃棄に係る作業の記録等に基づき、次に掲げる点について記載することとする。 

・ 廃棄される海洋施設の量の実績 

・ 実際に廃棄を実施した時期（年月日又は期間） 

２）海域の状況に係る監視方法について 

 事前評価を実施する際に設定し現況の把握を行った海洋環境影響調査項目に関し、当該把握した現況

からの変化が生じているか否かについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を確認するもの

とする。 

・ 廃棄海域に係る状況の目視、カメラによる撮影その他の方法による確認 

・ 海洋環境影響調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集 

・ 専門家その他の知見を有する者からの聴取 

 

（２）海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等の全部又は大

部分を残置せずに海洋に捨てる場合 

１）廃棄の実施状況に関する事項の確認に係る監視方法について 
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 当該海洋施設の廃棄に係る作業の記録等に基づき、次に掲げる点について記載することとする。 

・ 廃棄される海洋施設の量の実績 

・ 実際に廃棄を実施した時期（年月日又は期間） 

２）海域の状況に係る監視方法について 

 事前評価を実施する際に設定し現況の把握を行った海洋環境影響調査項目に関し、当該把握した現況

からの変化が生じているか否かについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を確認するもの

とする。 

・ 海底の変化、底生生物や付着生物の存在状況等の目視、カメラによる撮影その他の方法による確認 

・ 海洋環境影響調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集 

・ 海水、堆積物、底生生物その他の試料の採取による確認 

・ 専門家その他の知見を有する者からの聴取 

 

（３）海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合 

１）廃棄の実施状況に関する事項の確認に係る監視方法について 

 当該海洋施設の廃棄に係る作業の記録等に基づき、次に掲げる点について記載することとする。 

・ 廃棄される海洋施設の量の実績 

・ 実際に廃棄を実施した時期（年月日又は期間） 

２）海域の状況に係る監視方法について 

 事前評価を実施する際に設定し現況の把握を行った海洋環境影響調査項目に関し、当該把握した現況

から変化が生じているか否かについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を確認するものと

する。 

・ 海底の変化、底生生物や付着生物の存在状況等の目視、カメラによる撮影その他の方法による確認 

・ 海洋環境影響調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集 

・ 海水、堆積物、底生生物その他の試料の採取による確認 

・ 専門家その他の知見を有する者からの聴取 

 

２ 監視の実施時期について 

 監視項目に係る監視の実施時期は、次の（１）から（３）までに掲げる海洋施設の廃棄方法の区分に応

じ、当該（１）から（３）までに掲げるとおりとする。 

 

（１）海洋施設のうち上載設備等の全部及び架台等の全部又は大部分を陸上に撤去し、架台等の残部及び

パイプライン等を残置する場合 

１）廃棄の実施に関する事項の確認に係る監視の実施時期について 

 当該海洋施設の廃棄の完了後、遅滞なく確認するものとする。 

２）海域の状況に係る監視の実施時期について 

①当該海洋施設の設置後 20 年以上経過してから廃棄される場合にあっては、廃棄後３年目（又は４

年目以降の適切な時期）に監視を実施することを原則とする。 

②当該海洋施設の設置後 20 年以上を経過せずに廃棄されるものにあっては、設置時の設計条件（耐

久性等）を明らかにした上で、環境上の問題を生じていないとするに適切な廃棄後の時期に監視を

実施することを原則とする。 

③当該海洋施設の設置以降、経時的に当該海洋施設の状態及び海洋環境の状況について情報が得られ

ている場合にあっては、それらを活用して適切な監視時期を定めることができるものとする。 

３）監視結果の報告の時期について 



23 

 監視を実施した後、その結果を遅滞なく報告するものとする。 

 

（２）海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等の全部又は大

部分を残置せずに海洋に捨てる場合 

１）廃棄の実施に関する事項の確認に係る監視の実施時期について 

 当該海洋施設の廃棄の完了後、遅滞なく確認するものとする。 

２）海域の状況に係る監視の実施時期について 

①事前評価において環境への影響が最大となると想定される時期あるいは物理的な変化が安定する

と想定される時期に監視を実施することを原則とする。 

②影響の程度が極めて小さく、廃棄後速やかに変化が安定すると想定される場合には、原則として廃

棄後３年目（又は４年目以降の適切な時期）に監視を実施するものとする。 

３）監視結果の報告の時期について 

 監視を実施した後、その結果を遅滞なく報告するものとする。 

 

（３）海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合 

１）廃棄の実施に関する事項の確認に係る監視の実施時期について 

 当該海洋施設の廃棄の完了後、遅滞なく確認するものとする。 

２）海域の状況に係る監視の実施時期について 

①事前評価において環境への影響が最大となると想定される時期あるいは物理的な変化が安定する

と想定される時期に監視を実施することを原則とする。 

②影響の程度が極めて小さく、廃棄後速やかに変化が安定すると想定される場合には、廃棄後３年目

（又は４年目以降の適切な時期）に監視を実施することを原則とする。 

③上載設備等の施設又は機材の内容物の性状（特に分解速度及び半減期など）に基づき、有害性が疑

われる期間中は経年的に監視を実施することを基本とする。 

３）監視結果の報告の時期について 

 監視を実施した後、その結果を遅滞なく報告するものとする。 

（告示 第２．４、第４） 

 

【解説】 

１）監視項目及び監視の方法 

 申請者は、告示に基づき、監視項目及び監視の方法を監視計画に記載する。その際、実施する廃

棄方法の区分（１）～（３）に応じて、監視項目及び監視の方法が異なる場合があることに注意す

る。 

 廃棄方法の区分については、「１.３.３ 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響に

ついての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類（事前評価書）」（p. 31）で後

述する。 

 

① 監視計画における廃棄の実施状況に関する監視項目及び監視方法の記載について 

 監視計画には、次の a及び bを項目とし、当該海洋施設の廃棄に係る作業の記録等に基づき監

視を実施する旨を記載する。 
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 いずれの項目も、告示の（１）から（３）のすべての廃棄方法に共通である。 

 

a 廃棄される海洋施設の量の実績 

 

b 実際に廃棄を実施した時期（年月日又は期間） 

 

 

② 監視計画における海域の状況に係る監視項目及び監視方法の記載について 

 監視計画には、告示に従い、事前評価の際に設定し現況の把握を行った海洋環境影響調査項目

（以下「調査項目」という。）に関し、原則として事前評価の場合と同様の方法で実施する旨を記

載する。 

 その際、各調査項目について具体的な監視方法（現地調査であれば調査方法等の具体的計画、

既存資料調査であれば対象とする資料名等）を記載する。 

 告示における監視方法の例は、下記のとおり、廃棄方法の区分によって異なる。申請者は、実

施する廃棄方法の区分に応じて、適切な監視方法を選択する。 

（１）海洋施設のうち上載設備等の全部及び架台等の全部又は大部分を陸上に撤去し、架台等

の残部及びパイプライン等を残置する場合 

・ 廃棄海域に係る状況の目視、カメラによる撮影その他の方法による確認 

・ 海洋環境影響調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集 

・ 専門家その他の知見を有する者からの聴取 

 

（２）海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等の

全部又は大部分を残置せずに海洋に捨てる場合、あるいは 

（３）海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合 

・ 海底の変化、底生生物や付着生物の存在状況等の目視、カメラによる撮影その他の方法に

よる確認 

・ 海洋環境影響調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集 

・ 海水、堆積物、底生生物その他の試料の採取による確認 

・ 専門家その他の知見を有する者からの聴取 

 

 

２）監視の実施時期及び実施頻度 

 申請者は、告示に基づき、廃棄の実施に関する事項の確認に係る監視、海域の状況に係る監視、

監視計画の報告について、それぞれ実施時期及び頻度を監視計画に記載する。その際、実施する廃

棄方法の区分（１）～（３）に応じて、実施時期及び頻度が異なる場合があることに注意する。 
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 廃棄方法の区分については、「１.３.３ 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響に

ついての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類（事前評価書）」（p. 31）で後

述する。 

 なお、監視は、海域の状況に問題がないと確認される時期まで実施することが前提であり、許可

基準の一つである「当該廃棄海域の海洋保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること」

（法第 43条の３）を確保する必要がある。 

 

① 廃棄の実施に関する事項の確認に係る監視の実施時期について 

 廃棄の実施に関する事項の確認は、海洋施設の廃棄の完了後、遅滞なく確認する。この実施時

期は、告示の（１）から（３）のすべての廃棄方法に共通である。 

 

 

② 海域の状況に係る監視の実施時期について 

 海域の状況に係る監視の実施時期は、告示の（１）から（３）の廃棄方法の区分に応じ、次の

とおり適切な時期に実施する。 

（１）海洋施設のうち上載設備等の全部及び架台等の全部又は大部分を陸上に撤去し、架台等

の残部及びパイプライン等を残置する場合 

・ 当該海洋施設の設置後 20 年以上経過してから廃棄される場合にあっては、廃棄後３年目

（又は４年目以降の適切な時期）に監視を実施することを原則とする。 

・ 当該海洋施設の設置後 20 年以上を経過せずに廃棄されるものにあっては、設置時の設計

条件（耐久性等）を明らかにした上で、環境上の問題を生じていないとするに適切な廃棄

後の時期に監視を実施することを原則とする。 

・ 当該海洋施設の設置以降、経時的に当該海洋施設の状態及び海洋環境の状況について情

報が得られている場合にあっては、それらを活用して適切な監視時期を定めることがで

きるものとする。 

 

（２）海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等の

全部又は大部分を残置せずに海洋に捨てる場合 

・ 事前評価において環境への影響が最大となると想定される時期あるいは物理的な変化が

安定すると想定される時期に監視を実施することを原則とする。 

・ 影響の程度が極めて小さく、廃棄後速やかに変化が安定すると想定される場合には、原則

として廃棄後３年目（又は４年目以降の適切な時期）に監視を実施するものとする。 

 

（３）海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合 

・事前評価において環境への影響が最大となると想定される時期あるいは物理的な変化が安

定すると想定される時期に監視を実施することを原則とする。 
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・ 影響の程度が極めて小さく、廃棄後速やかに変化が安定すると想定される場合には、廃棄

後３年目（又は４年目以降の適切な時期）に監視を実施することを原則とする。 

・ 上載設備等の施設又は機材の内容物の性状（特に分解速度及び半減期など）に基づき、有

害性が疑われる期間中は経年的に監視を実施することを基本とする。 

 

 

③ 監視結果の報告の時期について 

 監視結果については、監視を実施した後、遅滞なく報告する。 

 この報告の時期は、告示の（１）から（３）のすべての廃棄方法に共通である。 
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１.３.２ 海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類 

 本書類に関する法令等の記載は、次のとおりである。 

（海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類） 

第十五条 法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、当該海洋

施設が海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。 

（許可省令 第 15 条） 

第３．許可申請書の添付書類の記載に当たっての留意事項 

１ 海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類の記載における留意事項 

 当該書類には、海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がないものであることを明らかにするため、次の

（１）及び（２）に掲げる事項を記載するものとする。この際、廃棄される海洋施設の量の最小化（上載

設備等の再利用及び陸上での処分等を含む。）を図っていることを記載するものとする。 

 なお、海洋施設の全部又は一部を海洋に捨てる場合には、海洋に捨てる場合及び陸上に撤去する場合の

海洋環境への影響を定性的に比較し、海洋に捨てる場合のほうが海洋環境保全の見地からより適切である

ことを記載するものとする。 

 

（１）廃棄される海洋施設の量の最小化に関する取組 

 廃棄される海洋施設の有効利用（再資源化等及び再活用を含む。）等、上載設備等、架台等及びパイプ

ライン等の撤去される海洋施設全体に関し、廃棄される海洋施設の量を削減するための取組について記載

するものとする。また、当該取組による廃棄される海洋施設の量の削減効果が分かるように記載するもの

とする。国内外で実用化されている既知の海洋施設の有効利用等に関する技術又は手法（以下「有効利用

技術等」という。）又は申請している許可期間内に実用化が見込まれる有効利用技術等がある場合におい

て、これらを採用することができないときは、その理由についても記載するものとする。 

 

（２）廃棄される海洋施設の量の見通し等 

 （１）の取組の結果を踏まえ、廃棄される海洋施設の有効利用等を最大限行っても海洋に捨てざるを得

ない量を記載するものとする。 

 

２ （略） 

（告示 第３．１） 

 

【解説】 

 本書類は、許可申請書に「添付書類-１」として添付するものとする。 

 本書類は、残置を含む海洋施設の廃棄全般について、作成する必要がある。 

 海洋汚染等防止法は海洋環境の保全等を目的としており、海洋への廃棄物の廃棄を原則禁止して

いるが、一部の海洋施設等については廃棄の検討を可能としている。海洋施設については、法第 43

条の３第１項に規定する許可基準に適合している場合のみ、環境大臣の許可を受けた上で、廃棄の

実施が可能となっている。 
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（海洋汚染等及び海上災害の防止） 

第二条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有

害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他

の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。 

２ （略） 

 

（船舶等の廃棄の規制） 

第四十三条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機（以下「船舶等」という。）を海洋に捨ててはならない。

ただし、海洋施設を次条第一項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが

困難なものを放置する場合は、この限りでない。 

２ （略） 

 

（許可の基準） 

第四十三条の三 環境大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きでなければ、同項の許可をしてはならない。 

一 廃棄海域及び廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海

洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。 

二 海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであること。 

（海洋汚染等防止法 第２条第１項、第 43 条第１項、第 43 条の３） 

 

 環境大臣の許可に当たっては、海洋汚染等防止法第 43 条の３において許可の基準が規定されて

おり、同条に基づき、海洋施設の廃棄の許可申請を行う者は、「廃棄される海洋施設の量の最小化」

及び「廃棄量の削減（有効利用及び陸上処分）」の各取組を最大限行った結果、廃棄しようとする海

洋施設が、真に海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであること、つまり、海洋に

捨てる方法が陸上処分等その他の処分方法に比べて最も合理的で適切な処分方法であることを説

明しなければならない。 

なお、海洋施設の全部又は一部を海洋に捨てる場合には、海洋に捨てる場合及び陸上に撤去する

場合の海洋環境への影響を定性的に比較し、海洋に捨てる場合のほうが海洋環境保全の見地からよ

り適切であることを記載する必要がある。 

 海洋施設について、法第 43 条の３第１項第２号の「海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法

がないものであること。」を説明するにあたって示すべき事項は以下のとおりである。 
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（１） 廃棄される海洋施設の量の最小化に関する取組（図 ６） 

 申請者は、廃棄する海洋施設の量の最小化に関する取組として、有効利用及び海洋に捨てる以外

の方法について検討した上で、廃棄する海洋施設が必要最小限度の量であることについて記載する。

また、有効利用されるものの割合及び海洋に捨てる以外の方法により処分されるものの割合につい

ても記載する。 

有効利用ができないもの及び海洋に捨てる以外の方法による処分ができないものについては、そ

の理由についても記載する。 

なお、有効利用には、再資源化等及び再活用が含まれる。 

 

 具体的には以下の内容について記載することとする。 

 

○廃棄に先立ち行われる解体撤去工事の計画の妥当性 

 廃棄される海洋施設の量が最小化されている解体撤去工事の計画であることを記載する。（法

線、断面等の図面を示し、工事計画に無駄がないことを説明すること） 

 その際、撤去方法や切断方法及びその方法を選択した理由についても記載する。 

 

○廃棄量の削減 

 廃棄量を削減するため、有効利用、陸上処分等、海洋に捨てる以外による適正な処分方法につ

いて、複数の自治体等に確認し、最大限海洋に捨てる以外の方法により処分する。 

 各取組を行った上で、なお海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がない場合においては、具体

的な理由を記載する。記載に当たっては、確認を行った自治体等の名称、有効利用に当たっては

検討を行った有効利用の技術等、処分場に当たっては処分場名称等を記載する。また、各取組に

おける廃棄量及び発生量に占める割合を示すことが必要である。 
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図 ６ 廃棄される海洋施設の最小化努力の工程（例） 
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○陸上処分 

陸上処分とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137 号）10の規制の下、適

正に処分することをいう。 

 

〇有効利用 

 有効利用とは、人が占有の意思を放棄したと判断できない物であって、客観的に見て十分な管理

の下、積極的に利用されることをいう。 

 

 

～有効利用の該当性について～ 

 海洋汚染等防止法第３条第６号において、廃棄物とは「人が不要とした物（油及び有害液体物

質等を除く。）をいう。」と定めており、有効利用を目的とした物であれば人が不要とした物では

なく、海洋汚染等防止法で規定する廃棄物に該当しない。有効利用は、「海洋汚染防止法の施行に

ついて（通達）」（昭和 47 年９月６日官安第 289 号）で示している基本的な考え方に基づき、そ

の目的、材料としての適正及び管理方法等を明確にした上で行われることが必要である。 

 

一 用語の意義について 

(一)（略） 

 (二) 廃棄物 

  ((イ)) 廃棄物とは、法第三条第二号に規定しているように「人が不要とした物(油を除

く。)」をいう。 

  ((ロ)) 「人が不要とした」とは、人が占有の意志を放棄し、かつその所持から離脱せし

めることをいう。したがつて法でいう廃棄物は、例えば、「汚物＝廃棄物」というよう

に物の属性として本来的に定まつているものではなく、当該排出の時点において当該物

が不要物としての性格を有していることが客観的に判断されるかどうかによつて個別

的に定まるものである。 

((ハ))・ ((ニ))（略） 

 (三)～(六)（略） 

二（略） 

（「海洋汚染防止法の施行について（通達）」（昭和 47 年９月６日官安第 289 号）より抜粋） 

  

                                                      
10 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137 



32 

（２） 廃棄される海洋施設の量の見通し等 

 「（１）廃棄される海洋施設の量の最小化に関する取組」の記載を踏まえ、廃棄される海洋施設の

有効利用等を最大限行っても海洋に捨てざるを得ない量を記載するものとする。 

 

 

  

【ポイント】海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類の

記載について 

・ 海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がないことを検討し、その詳細について記載してい

るか。 

・ 陸上処分の可能性を検討し、その詳細について記載しているか。 

・ 有効利用を検討し、その検討内容の詳細について記載しているか。 
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１.３.３ 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果

 に基づく事前評価に関する事項を記載した書類（事前評価書） 

 本書類に関する法令等の記載は、次のとおりである。 

（海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事

項を記載した書類） 

第十四条 法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすること

が海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次

に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 環境の構成要素に係る項目のうち、廃棄をしようとする海洋施設の概要を勘案し、当該海洋施設の

廃棄をすることにより影響を受けるおそれがあるもの（以下この条において「事前評価項目」とい

う。） 

二 事前評価項目のうち、当該海洋施設の概要及び廃棄海域の状況を勘案し、当該海洋施設の廃棄をす

ることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの（以下この条において「海洋環境影響調

査項目」という。） 

三 海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法 

四 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気

象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法 

五 当該海洋施設の廃棄をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該

変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法 

六 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の

結果 

七 その他当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前

評価に関して参考となる事項 

（許可省令 第 14 条） 

 

【解説】 

 本書類は、許可申請書に「添付書類-２」として添付するものとする。 

 事前評価書は、行おうとする廃棄が、許可の基準のひとつである「当該廃棄海域の海洋環境の保

全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。」に適合していることを説明するための書

類である。 

 具体的には、「１.３.１ 海洋施設廃棄の許可申請書」の「（２）海洋に捨てようとする海洋施設の

概要」（p. 13）及び「（３）海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項」（p. 15）（廃棄の時期、

廃棄海域、廃棄方法）に基づき、廃棄しようとする海洋施設の特性及び廃棄海域周辺の状況を把握

した上で、海洋施設の廃棄が海洋環境に及ぼす影響を予測、評価する。なお、「（４）海洋施設の廃

棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項」（p. 20）における海域の状況の監視は、この事

前評価書における事前評価項目（詳細は後述する）に基づいて作成する。 

 告示に基づき、事前評価書への記載事項は廃棄方法の区分によって異なる。次項より、廃棄方法

の区分別に、事前評価書の記載内容について説明する。 
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【ポイント】事前評価書の記載について 

・ 廃棄海域及び廃棄方法が、当該廃棄海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれが

ないものであることを説明しているか。 

・ 廃棄するものに有害物が含まれていないことを説明しているか。 

・ 廃棄により想定される影響について説明しているか。 
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（１） 海洋施設のうち海面上に存する主要な設備部分等（以下「上載設備等」という。）の全部

及び上載設備等を支持する構造物（以下「架台等」という。）の全部又は大部分を陸上に

撤去し、架台等の残部及びパイプライン等を残置する場合 

 本区分は、上載設備等の全部及び架台等の全部又は大部分については、陸上へ運搬して処分し、

架台等の残部及びパイプライン等を残置する廃棄方法である。 

 着床式洋上風力発電施設においては、例えばモノパイル構造の洋上風車を本区分によって廃棄す

る場合、廃棄（残置）する構成要素はモノパイル等の基礎の一部分となることが考えられる。 

 本区分で海洋施設を廃棄する場合の事前評価書への記載事項は、次のとおりである。 

第３．許可申請書の添付書類の記載に当たっての留意事項 

１ （略） 

 

２ 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書類（以下「事前評価書」という。）の記載に当たっての留意事項 

 事前評価書には、海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく

事前評価（以下「事前評価」という。）を実施し、その結果を踏まえ、次の（１）から（３）までに掲げる

海洋施設の廃棄方法の区分に応じ、当該（１）から（３）までに掲げる事項について記載するものとする。 

 

（１）海洋施設のうち上載設備等の全部及び架台等の全部又は大部分を陸上に撤去し、架台等の残部及び

パイプライン等を残置する場合 

１）廃棄される海洋施設の特性 

①海洋施設の特性に関し把握すべき情報 

 海洋施設の特性に関し、次のアからオまでに掲げる情報を把握するものとする。 

ア 当該海洋施設の主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等 

イ 当該海洋施設の大きさ（径、長さ、容積、重量等） 

ウ 当該海洋施設を廃棄する際の状態（密閉方法、固定の状態、残置パイルの打ち込みの深さ等） 

エ 当該海洋施設の廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないための措置及び根拠等 

オ 当該海洋施設の運用期間中に生じた事象 

②把握の方法 

 ①の情報については、海洋施設廃棄許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資

料を収集することにより把握することを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する

知見を有する者から聴取し、又は当該海洋施設に係る試料の分析等を行うことにより把握するもの

とする。 

③廃棄される海洋施設の特性の総括 

 事前評価書には、①のアからオまでに掲げる情報を把握した結果をそれぞれ記載するとともに、

これらの情報に基づき、廃棄される海洋施設の特性を総括し、記載するものとする。 

 

２）事前評価項目 

 海洋施設の特性並びに許可省令第 13 条において規定する廃棄海域及び廃棄方法に関する基準にかん

がみ、次の①及び②に掲げる項目を事前評価項目とし、事前評価書に記載するものとする。 

①生態系 

・ 藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態 

・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は生育にとって重要な海域の状態 
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・ 熱水生態系その他の特殊な生態系の状態 

②海洋の利用 

・ 海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況 

・ 海中公園（自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第 24 条第１項に基づき指定された海中公園

地区をいう。以下同じ）その他の自然環境の保全を目的として設定された区域としての利用状況 

・ 漁場としての利用状況 

・ 主要な航路としての利用状況 

・ 海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用状況 

 

３）事前評価の実施 

 事前評価の実施に当たっては、次の①から⑤までの項目ごとに、当該①から⑤までに掲げる事項につ

いて記載するものとする。 

①海洋環境影響調査項目の設定 

 海洋環境影響調査項目は、２）に掲げる事前評価項目と同様とし、事前評価書に記載するものと

する。 

②自然的条件の現況の把握 

ア 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上

で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。 

・ 水深 

・ 気象及び海象 

イ アの自然的条件の現況に関する情報については、事業者の有する資料、国、地方公共団体その他

の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近

傍の海域で行われた他の環境影響評価（法第 43 条の４において準用する同法第 10 条の６第３

項に基づく環境影響評価を含む。以下同じ。）において用いられた資料の引用を基本とし、必要

に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するも

のとする。 

 なお、自然的条件の現況に関する情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある

海域に関する情報に基づき対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができる

ものとする。 

③海洋環境影響調査項目の現況の把握 

ア 海洋環境影響調査項目に関し海洋施設廃棄の影響が及ぶと予測される海域（以下「影響想定海

域」という。）は廃棄海域とし、その近傍の適切な範囲での環境の現況を把握する。 

イ 各海洋環境影響調査項目について、次のａからｃまでに掲げるところにより現況を把握し、その

結果を事前評価書に記載するものとする。 

ａ 廃棄される海洋施設の現況調査の方法 

 海洋施設のうち、残置する部分の現況について把握するものとする。この際、解体撤去工

事時における記録等の事業者が既に有する情報によることを基本とし、必要に応じて現地調

査等を実施して把握するものとする。 

ｂ 海洋環境の現況調査等の方法 

 次に掲げる海域が影響想定海域及びその近傍に存在するか否かの観点から海洋環境の現

況調査等を実施するものとする。 

・ 藻場、干潟、サンゴ群落等脆弱な生態系及び熱水生態系その他の特殊な生態系が存在す

る海域 

・ 重要な生物種の主要な産卵場、生育場若しくは回遊経路として知られた海域又は水産資

源保護法（昭和 26 年法律第 313 号）第 15 条に基づき保護水面として指定された海域 
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・ 海水浴場、海中公園、主要な漁場、船舶航行路、海底ケーブル設置域、海底資源の存在す

る海域等海洋施設廃棄の影響を受けやすい海域 

ｃ ａ及びｂの現況調査の方法により収集される海洋環境影響調査項目の現況に関する情報に

ついては、事業者の有する資料、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果そ

の他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影

響評価において用いられた資料の引用を基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に

関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握するものとする。 

 なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域

に関する情報に基づき影響想定海域における海洋環境影響調査項目の現況を推定すること

ができるものとする。 

④海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の方法 

 事前評価項目の存在を明らかにするとともに、③において現況の把握を行った海洋環境影響調査

項目のそれぞれについて、例えば、次のア及びイに掲げるところにより変化の程度及び当該変化の

及ぶ範囲を予測し、その結果を事前評価書に記載するものとする。 

ア 廃棄される海洋施設の設置以降の事象により、事前評価項目とした生態系又は海洋の利用に対

して生じた影響の解析 

イ 同種又は類似の既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は解析 

⑤海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価 

 ④の海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の結

果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、事前評価を行うものとする。 

 

（２）～（３） （略） 

（告示 第３．２（１）） 

 

【解説】 

１）廃棄される海洋施設の特性 

 

① 海洋施設の特性に関し把握すべき情報 

 海洋施設の特性に関しては、次の a～eまでに掲げる情報を把握し、結果をそれぞれ記載する。 

 把握の方法は、海洋施設廃棄許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資料を

収集することを基本とし、その情報を a～eの項目内に記載する。 

 

a 当該海洋施設の主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、その主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等を記載する。 

 

b 当該海洋施設の大きさ（径、長さ、容積、重量等） 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、その大きさ（径、長さ、容積、重量等）を記載する。 

 

c 当該海洋施設を廃棄する際の状態（密閉方法、固定の状態、残置パイルの打ち込みの深さ等） 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、廃棄する際の状態（密閉方法、固定の状態、残置パイル
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の打ち込みの深さ等）を記載する。 

 

d 当該海洋施設の廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないための措置及び根拠等 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないための措置及び根

拠等について記載する。 

 廃棄する海洋施設の打ち込み深度や過去の移動等の事象の有無等に基づいて、本項目の情報

を記載する。 

 

e 当該海洋施設の運用期間中に生じた事象 

 廃棄する海洋施設の運用期間中に生じた事象（移動、破損等）について、管理記録等に基づ

き記載する。 

 

 

② 廃棄される海洋施設の特性の総括 

 事前評価書には、①の a～e までに掲げる情報を把握した上で、これらの情報に基づき、廃棄

される海洋施設の特性を総括し、記載する。特に、廃棄する海洋施設に有害物質が含まれていな

いこと及び廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないことを説明する必要がある。 

 

 

２）事前評価項目 

事前評価項目は、告示に規定されている表 １の項目を記載する。 

 

 

３）事前評価の実施 

 事前評価の実施に当たっては、次の①～⑤までの各事項について記載するものとする。 

 

① 海洋環境影響調査項目の設定 

 「２）事前評価項目」と同じ項目を環境影響調査項目として設定し、一覧と共にその旨を記載

する。 

 

 

② 自然的条件の現況の把握 

 事前評価をする上で必要な a 及び b に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を記載す

る。 

 把握の方法は、海洋施設廃棄許可申請者の有する資料、国、地方公共団体その他の機関が有す
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る調査研究の成果その他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近傍の海域で行わ

れた他の環境影響評価において用いられた資料の引用を基本とし、その情報を a 及びｂの項目内

に記載する。 

 なお、自然的条件の現況に関する情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海

域に関する情報に基づき対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができる。 

 

a 水深 

 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域における水深について、水深が読み取れるような海

図等を示し、記載する。 

 廃棄する海洋施設が敷設された水深についても記載する。 

 

b 気象及び海象 

 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域における気象及び海象について記載する。 

 

 

③ 海洋環境影響調査項目の現況の把握 

影響想定海域を設定した上で、この海域における上記で設定した各海洋環境影響調査項目の現

況を把握し、その結果を事前評価書に記載する。 

 

a 影響想定海域  

 影響想定海域とは、自然的条件等を基に、調査項目に関し、海洋施設の廃棄による影響が及

ぶと予測される海域のことである。水深や底質、流況等を考慮し、海底までを立体的に考えた

場合に、環境影響を受けるおそれがあると認められる範囲をいう。一般的には影響の予測範囲

となるが、評価の対象となる要素によっては、影響想定海域内の限定された海域のみが予測範

囲となる場合もある。 

 本区分の廃棄方法により海洋施設を廃棄する場合、影響想定海域は廃棄海域であることから、

廃棄海域を影響想定海域として設定し、図面で示すと共に、その旨を記載する。 

 

b 廃棄される海洋施設の現況 

 海洋施設のうち、残置する部分の現況について把握し、その結果を記載する。この際、解体

撤去工事時における記録等の事業者が既に有する情報によることを基本とし、必要に応じて現

地調査等を実施して把握するものとする。具体的には、廃棄する海洋施設の構成要素別に、そ

の材質、塗装、防食陽極、大きさ、打ち込み深さ等の現況を記載する。 
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c 海洋環境の現況 

 影響想定海域及びその近傍における海洋環境影響調査項目の現況を把握し、その結果を記載

する。 

 

把握の方法は、海洋施設廃棄許可申請者の有する資料、国、地方公共団体その他の機関が有

する調査研究の成果その他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近傍の海域で

行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用を基本し、その情報も記載する。 

 既存資料により現況把握を行う場合には、可能な限り最新の情報を利用することが必要であ

る。仮に古いデータである場合、専門家、漁業関係者、当該海域を航行する船舶の関係者等か

らの聴取により、現況を把握する必要がある。 

 日本周辺の脆弱な生態系、重要な海域の状態、特殊な生態系等の海洋環境に関する情報は、

環境省ウェブサイトにおいて情報が掲載されているため、次の URL を参照されたい。 

 http://www.env.go.jp/water/kaiyo/ocean_disp/4benri/index.html 

 また、重要な生物として、海産哺乳類、ウミガメ等の回遊路、漁獲対象魚種の産卵場や生育

場等の情報も確認する必要がある。 

 なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に

関する情報に基づき影響想定海域における海洋環境影響調査項目の現況を推定することがで

きる。 

 

 

④ 海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の方

法 

 事前評価項目の存在を明らかにする。また、③において現況の把握を行った海洋環境影響調査

項目のそれぞれについて、例えば、廃棄される海洋施設の設置以降の事象が生態系や海洋の利用

に与えた影響や、同種又は類似の既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は解析に基づき、海洋施設

の廃棄による変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲を予測し、その結果を記載する。また、その予

測の方法についても記載する。 

 

 

⑤ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価 

 ④の海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の

結果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、事前評価を行い、その結果を記載

する。 
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表 １ 事前評価書の記載項目（海洋施設のうち上載設備等の全部及び架台等の全部又は大部分を

陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等を残置する場合） 

記載事項 
根拠法令（海洋汚染等防止法：第 43 条の４第１項） 

許可省令 告示 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
特
性 

海洋施

設の特

性に関

し把握

すべき

情報 

当該海洋施設の主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等 第 14 条第１項第１号 第３.２（１）１）①ア 

当該海洋施設の大きさ（径、長さ、容積、重量等） 第 14 条第１項第１号 第３.２（１）１）①イ 

当該海洋施設を廃棄する際の状態（密閉方法、固定の状態、残置

パイルの打ち込みの深さ等） 
第 14 条第１項第１号 第３.２（１）１）①ウ 

当該海洋施設の廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないための措

置及び根拠等 
第 14 条第１項第１号 第３.２（１）１）①エ 

当該海洋施設の運用期間中に生じた事象 第 14 条第１項第１号 第３.２（１）１）①オ 

把握の方法 第 14 条第１項第１号 第３.２（１）１）② 

廃棄される海洋施設の特性の総括 第 14 条第１項第１号 第３.２（１）１）③ 

事

前

評

価

項

目 

生態系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態 第 14 条第１項第２号 第 3.2（1）2）① 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は

生育にとって重要な海域の状態 
第 14 条第１項第２号 第３.２（１）２）① 

熱水生態系その他特殊な生態系の状態 第 14 条第１項第２号 第３.２（１）２）① 

海洋の

利用 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況 第 14 条第１項第２号 第３.２（１）２）② 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域

としての利用状況 
第 14 条第１項第２号 第３.２（１）２）② 

漁場としての利用状況 第 14 条第１項第２号 第３.２（１）２）② 

主要な航路としての利用状況 第 14 条第１項第２号 第３.２（１）２）② 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利

用状況 
第 14 条第１項第２号 第３.２（１）２）② 

事

前

評

価

の

実

施 

海
洋

環
境
影

響
調
査

項
目
の

設
定 

生

態

系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）① 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は

生育にとって重要な海域の状態 
第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）① 

熱水生態系その他特殊な生態系の状態 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）① 

海

洋

の

利

用 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）① 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域

としての利用状況 
第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）① 

漁場としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）① 

主要な航路としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）① 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利

用状況 
第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）① 

自
然
的
条
件
の
把
握 

水深 第 14 条第１項第４号 第３.２（１）３）②ア 

気象及び海象 第 14 条第１項第４号 第３.２（１）３）②ア 

把握の方法 ※記載があれば個別に項目を立てなくてもよい 第 14 条第１項第４号 第３.２（１）３）②イ 

海
洋

環
境
影

響
調
査

項
目
の

現
況
の

把
握 

影響想定海域の設定 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③ア 

廃棄される海洋施設の現況 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ a 

生

態

系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ b 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は

生育にとって重要な海域の状態 
第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ b 

熱水生態系その他特殊な生態系の状態 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ b 

海

洋

の

利

用 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ b 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域

としての利用状況 
第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ b 

漁場としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ b 

主要な航路としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ b 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利

用状況 
第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ b 

把握の方法 ※記載があれば個別に項目を立てなくてもよい 第 14 条第１項第３号 第３.２（１）３）③イ c 

海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそ

れらの予測の方法 
第 14 条第１項第５号 第３.２（１）３）④ 

海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価 第 14 条第１項第６号 第３.２（１）３）⑤ 

その他調査結果に基づく事前評価に関して参考となる事 第 14 条第１項第７号 ― 
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（２） 海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等の全

部又は大部分を残置せずに海洋に捨てる場合 

 本区分は、上載設備等の全部を陸上へ運搬して処分し、架台等の下部構造物及びパイプライン等

の全部又は大部分を設置場所から撤去して海洋に捨てる廃棄方法である。 

 

 本区分で海洋施設を廃棄する場合の事前評価書への記載事項は、次のとおりである。 

第３．許可申請書の添付書類の記載に当たっての留意事項 

１ （略） 

 

２ 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書類（以下「事前評価書」という。）の記載に当たっての留意事項 

 事前評価書には、海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく

事前評価（以下「事前評価」という。）を実施し、その結果を踏まえ、次の（１）から（３）までに掲げる

海洋施設の廃棄方法の区分に応じ、当該（１）から（３）までに掲げる事項について記載するものとする。 

 

（１） （略） 

 

（２）海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等の全部又は大

部分を残置せずに海洋に捨てる場合 

１）廃棄される海洋施設の特性 

①海洋施設の特性に関し把握すべき情報 

海洋施設の特性に関し、次のアからウまでに掲げる情報を把握するものとする。 

ア 当該海洋施設の主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等 

イ 当該海洋施設の大きさ（径、長さ、容積、重量等） 

ウ 当該海洋施設の廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないための措置及び根拠等。特に、切断したパ

イプライン等のような小型のものを廃棄する場合には、当該海洋施設が浮遊又は移動を生じな

いための措置及び根拠等 

②把握の方法 

 ①の情報については、海洋施設廃棄許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資

料を収集することにより把握することを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する

知見を有する者から聴取し、又は当該海洋施設に係る試料の分析等を行うことにより把握するもの

とする。 

③海洋施設の特性の総括 

 事前評価書には、①のアからウまでに掲げる情報を把握した結果をそれぞれ記載するとともに、

これらの情報に基づき、廃棄される海洋施設の特性を総括し、記載するものとする。 

 

２）事前評価項目 

 海洋施設の特性並びに許可省令第 13 条において規定する廃棄海域及び廃棄方法に関する基準にかん

がみ、次の①から⑤までに掲げる項目を事前評価項目とし、事前評価書に記載するものとする。 

①水環境 

・ 有害物質等による海水の汚れ（ただし、廃棄される海洋施設に殺生物性のある防汚塗装が用いら

れている場合に限る。） 
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②海底環境 

・ 底質の粒径組成 

・ 底質の有機物質の量 

・ 有害物質等による底質の汚れ（ただし、廃棄される海洋施設に殺生物性のある防汚塗装が用いら

れている場合に限る。） 

・ 海底地形 

③海洋生物 

・ 付着生物を含む底生生物の生息状況（廃棄海域において付着生物の生息状況を把握することが

困難な場合には、廃棄する海洋施設に付着している生物相） 

・ 有害物質等による廃棄海域の代表的な魚類及び底生生物の汚染（ただし殺生物性及び生物蓄積

性のある防汚塗装に限る。） 

④生態系 

・ 藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態。ただし、廃棄海域の水深等にかんがみ、

これらが存在しないことが明らかな場合には、事前評価項目から外すことができる。 

・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は生育にとって重要な海域の状態 

・ 熱水生態系その他の特殊な生態系の状態 

⑤海洋の利用 

・ 海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況。ただし、廃棄海域の水深等にか

んがみ、これらが存在しないことが明らかな場合には、事前評価項目から外すことができる。 

・ 海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域としての利用状況。ただし、廃棄

海域の水深等にかんがみ、これらが存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から外す

ことができる。 

・ 漁場としての利用状況 

・ 主要な航路としての利用状況 

・ 海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用状況 

 

３）事前評価の実施 

 事前評価の実施に当たっては、次の①から⑤までの項目ごとに、当該①から⑤までに掲げる事項につ

いて記載するものとする。 

①海洋環境影響調査項目の設定 

 海洋環境影響調査項目は、２）に掲げる事前評価項目と同様とし、事前評価書に記載するものと

する。 

②自然的条件の現況の把握 

ア 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上

で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。 

・ 水深 

・ 流況 

・ 気象及び海象 

イ アの自然的条件の現況に関する情報については、事業者の有する資料、国、地方公共団体その他

の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近

傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用を基本とし、必要に応じ、

専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとす

る。 
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 なお、自然的条件の現況に関する情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある

海域に関する情報に基づき対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができる

ものとする。 

③海洋環境影響調査項目の現況の把握 

ア ②において把握した自然的条件に基づき、影響想定海域を設定する。 

イ 各海洋環境影響調査項目のそれぞれについて、次のａからｃまでに掲げるところにより現況を

把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。 

ａ 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目 

 それぞれの項目につき、影響想定海域の内外において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価

をする上で適切かつ効果的な複数の測点を設定し、適当な指標を用いて現況を記載するもの

とする。 

ｂ 海洋生物に関する項目、生態系に関する項目及び海洋の利用に関する項目 

 それぞれの項目につき、海洋生物の種類及び数量、海洋生物の生息又は生育にとって重要

な海域の存在範囲その他の影響想定海域内の現況を把握する。 

ｃ ａ及びｂの海洋環境影響調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他

の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は

近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用を基本とし、必要に

応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握

するものとする。 

 また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期

を設定するものとする。 

 なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関す

る情報に基づき影響想定海域における海洋環境影響調査項目の現況を推定することができるもの

とする。 

④海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の方法 

 影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、③において現況の把握を行っ

た海洋環境影響調査項目のそれぞれについて、例えば、次のアからエまでに掲げるところにより変

化の程度及び当該変化の及ぶ範囲を予測し、その結果を事前評価書に記載するものとする。 

ア 同種又は類似の既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は解析 

イ 海洋施設の撤去前における設置場所の海洋環境の解析 

ウ 国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の引用又は解析 

エ 予測モデルによる数理計算又は水理模型を用いた実験 

 なお、それぞれの海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲については、

可能な限り定量的に予測するものとする。 

 また、予測の時期は、影響の持続する期間等を踏まえ、影響が最大となる時期その他の適切な時

期を選ぶものとする。 

⑤海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価 

 ④の海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の結

果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、事前評価を行うものとする。 

 

（３） （略） 

（告示 第３．２（２）） 
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【解説】 

１）廃棄される海洋施設の特性 

 

① 海洋施設の特性に関し把握すべき情報 

 海洋施設の特性に関しては、次の a～cまでに掲げる情報を把握し、結果をそれぞれ記載する。 

 把握の方法は、海洋施設廃棄許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資料を

収集することを基本とし、その情報を a～cの項目内に記載する。 

 

a 当該海洋施設の主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、その主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等を記載する。 

 

b 当該海洋施設の大きさ（径、長さ、容積、重量等） 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、その大きさ（径、長さ、容積、重量等）を記載する。 

 

c 当該海洋施設の廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないための措置及び根拠等。特に、切断し

たパイプライン等のような小型のものを廃棄する場合には、当該海洋施設が浮遊又は移動

を生じないための措置及び根拠等 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないための措置及び根

拠等について記載する。 

 廃棄する構成要素の水中重量、廃棄海域における流況、類似事例における浮遊又は移動の有

無等に基づいて、本項目の情報を記載する。 

 

 

② 廃棄される海洋施設の特性の総括 

 事前評価書には、①の a～c までに掲げる情報を把握した上で、これらの情報に基づき、廃棄

される海洋施設の特性を総括し、記載する。特に、廃棄する海洋施設に有害物質が含まれていな

いこと及び廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないことを説明する必要がある。 

 

 

２）事前評価項目 

事前評価項目は、告示に規定されている表 ２の項目を記載する。 

 

 

３）事前評価の実施 

 事前評価の実施に当たっては、次の①～⑤までの各事項について記載するものとする。 
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① 海洋環境影響調査項目の設定 

 「２）事前評価項目」と同じ項目を環境影響調査項目として設定し、一覧と共にその旨を記載

する。 

 

 

② 自然的条件の現況の把握 

 事前評価をする上で必要な a～cに掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を記載する。 

 把握の方法は、海洋施設廃棄許可申請者の有する資料、国、地方公共団体その他の機関が有す

る調査研究の成果その他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近傍の海域で行わ

れた他の環境影響評価において用いられた資料の引用を基本とし、その情報を a～c の項目内に

記載する。 

 なお、自然的条件の現況に関する情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海

域に関する情報に基づき対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができる。 

 

a 水深 

 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域における水深について、水深が読み取れるような海

図等を示し、記載する。 

 

b 流況 

 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域における流況について記載する。 

 

c 気象及び海象 

 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域における気象及び海象について記載する。 

 

 

③ 海洋環境影響調査項目の現況の把握 

影響想定海域を設定した上で、この海域における上記で設定した各海洋環境影響調査項目の現

況を把握し、その結果を事前評価書に記載する。 

 

a 影響想定海域  

 影響想定海域とは、自然的条件等を基に、調査項目に関し、海洋施設の廃棄による影響が及

ぶと予測される海域のことである。水深や底質、流況等を考慮し、海底までを立体的に考えた

場合に、環境影響を受けるおそれがあると認められる範囲をいう。一般的には影響の予測範囲

となるが、評価の対象となる要素によっては、影響想定海域内の限定された海域のみが予測範
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囲となる場合もある。 

 ②において把握した自然的条件に基づき、影響想定海域を設定し、図面で示す。 

 

b 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目 

 それぞれの項目につき、影響想定海域の内外において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価を

する上で適切かつ効果的な複数の測点を設定し、適当な指標を用いて現況を記載する。 

 

c 海洋生物に関する項目、生態系に関する項目及び海洋の利用に関する項目 

 それぞれの項目につき、海洋生物の種類及び数量、海洋生物の生息又は生育にとって重要な

海域の存在範囲その他の影響想定海域内の現況を把握し、その結果を記載する。 

 

ｂ及び cの把握の方法は、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の

資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価に

おいて用いられた資料の引用を基本し、その情報も記載する。 

また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期に

留意する。 

 既存資料により現況把握を行う場合には、可能な限り最新の情報を利用することが必要であ

る。仮に古いデータである場合、専門家、漁業関係者、当該海域を航行する船舶の関係者等か

らの聴取により、現況を把握する必要がある。 

 日本周辺の脆弱な生態系、重要な海域の状態、特殊な生態系等の海洋環境に関する情報は、

環境省ウェブサイトにおいて情報が掲載されているため、次の URL を参照されたい。 

 http://www.env.go.jp/water/kaiyo/ocean_disp/4benri/index.html 

 また、重要な生物として、海産哺乳類、ウミガメ等の回遊路等、漁獲対象魚種の産卵場や生

育場等の情報も確認する必要がある。 

 なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に

関する情報に基づき影響想定海域における海洋環境影響調査項目の現況を推定することがで

きる。 

 

 

④ 海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の方

法 

 影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにする。また、③において現況の把握を行っ

た海洋環境影響調査項目のそれぞれについて、例えば下記の方法により、海洋施設の廃棄による

変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲を予測し、その結果を記載する。また、その予測の方法につ

いても記載する。 

・ 同種又は類似の既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は解析 
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・ 海洋施設の撤去前における設置場所の海洋環境の解析 

・ 国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の引用又は解析 

・ 予測モデルによる数理計算又は水理模型を用いた実験 

 なお、それぞれの海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲については、

可能な限り定量的に予測する。 

 また、予測の時期は、影響の持続する期間等を踏まえ、影響が最大となる時期その他の適切な

時期を選ぶこととする。 

 

⑤ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価 

 ④の海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の

結果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、事前評価を行い、その結果を記

載する。  
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表 ２ 事前評価書の記載項目（海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部

及びパイプライン等の全部又は大部分を残置せずに海洋に捨てる場合） 

記載事項 
根拠法令（海洋汚染等防止法：第４３条の４第１項） 

許可省令 告示 

廃

棄
さ
れ

る
海
洋

施
設
の

特
性 

海洋施

設の特

性に関

し把握

すべき

情報 

当該海洋施設の主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等 第 14 条第１項第１号 第３.２（２）１）①ア 

当該海洋施設の大きさ（径、長さ、容積、重量等） 第 14 条第１項第１号 第３.２（２）１）①イ 

当該海洋施設の廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないための措

置及び根拠等。特に、切断したパイプライン等のような小型のも

のを廃棄する場合には、当該海洋施設が浮遊又は移動を生じない

ための措置及び根拠等 

第 14 条第１項第１号 第３.２（２）１）①ウ 

把握の方法 第 14 条第１項第１号 第３.２（２）１）② 

廃棄される海洋施設の特性の総括 第 14 条第１項第１号 第３.２（２）１）③ 

事

前

評

価

項

目 

水環境 
有害物質等による海水の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）① 

海底 

環境 

底質の粒径組成 第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）② 

底質の有機物質の量 第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）② 

有害物質等による底質の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）② 

海底地形 第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）② 

海洋 

生物 

付着生物を含む底生生物の生息状況（廃棄海域において付着生物

の生息状況を把握することが困難な場合には、廃棄する海洋施設

に付着している生物相） 

第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）③ 

有害物質等による廃棄海域の代表的な魚類及び底生生物の汚染

（殺生物性及び生物蓄積性のある防汚塗装に限る。） 
第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）③ 

生態系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態(存在しな

いことが明らかな場合には事前評価項目から外すことが可能） 
第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）④ 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は

生育にとって重要な海域の状態 
第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）④ 

熱水生態系その他特殊な生態系の状態 第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）④ 

海洋の

利用 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況

(存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から外すこと

が可能） 

第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）⑤ 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域

としての利用状況(存在しないことが明らかな場合には事前評価

項目から外すことが可能） 

第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）⑤ 

漁場としての利用状況 第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）⑤ 

主要な航路としての利用状況 第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）⑤ 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利

用状況 
第 14 条第１項第２号 第３.２（２）２）⑤ 

事

前

評

価

の

実

施 

海

洋

環

境

影

響

調

査

項

目

の

設

定 

水
環
境 

有害物質等による海水の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

海

底

環

境 

底質の粒径組成 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

底質の有機物質の量 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

有害物質等による底質の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

海底地形 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

海

洋

生

物 

付着生物を含む底生生物の生息状況（廃棄海域において付着生物

の生息状況を把握することが困難な場合には、廃棄する海洋施設

に付着している生物相） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

有害物質等による廃棄海域の代表的な魚類及び底生生物の汚染

（殺生物性及び生物蓄積性のある防汚塗装に限る。） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 
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表 ２ 事前評価書の記載項目（海洋施設のうち上載設備等の全部を陸上に撤去し、架台等の残部

及びパイプライン等の全部又は大部分を残置せずに海洋に捨てる場合）（続き） 

記載事項 
根拠法令（海洋汚染等防止法：第４３条の４第１項） 

許可省令 告示 

事

前

評

価

の

実

施 

海

洋

環

境

影

響

調

査

項

目

の

設

定 

生

態

系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態(存在しな

いことが明らかな場合には事前評価項目から外すことが可能） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は

生育にとって重要な海域の状態 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

熱水生態系その他特殊な生態系の状態 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

海

洋

の

利

用 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況

(存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から外すこと

が可能） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域

としての利用状況(存在しないことが明らかな場合には事前評価

項目から外すことが可能） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

漁場としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

主要な航路としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利

用状況 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）① 

自
然
的
条
件
の
把
握 

水深 第 14 条第１項第４号 第３.２（２）３）②ア 

流況 第 14 条第１項第４号 第３.２（２）３）②ア 

気象及び海象 第 14 条第１項第４号 第３.２（２）３）②ア 

把握の方法 ※記載があれば個別に項目を立てなくてもよい 第 14 条第１項第４号 第３.２（２）３）②イ 

海

洋

環

境

影

響

調

査

項

目

の

現

況

の

把

握 

影響想定海域の設定 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③ア 

水
環
境 

有害物質等による海水の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ a 

海

底

環

境 

底質の粒径組成 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ a 

底質の有機物質の量 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ a 

有害物質等による底質の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ a 

海底地形 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ a 

海

洋

生

物 

付着生物を含む底生生物の生息状況（廃棄海域において付着生物

の生息状況を把握することが困難な場合には、廃棄する海洋施設

に付着している生物相） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

有害物質等による廃棄海域の代表的な魚類及び底生生物の汚染

（殺生物性及び生物蓄積性のある防汚塗装に限る。） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

生

態

系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態(存在しな

いことが明らかな場合には事前評価項目から外すことが可能） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は

生育にとって重要な海域の状態 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

熱水生態系その他特殊な生態系の状態 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

海

洋

の

利

用 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況

(存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から外すこと

が可能） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域

としての利用状況(存在しないことが明らかな場合には事前評価

項目から外すことが可能） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

漁場としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

主要な航路としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利

用状況 
第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ b 

把握の方法 ※記載があれば個別に項目を立てなくてもよい 第 14 条第１項第３号 第３.２（２）３）③イ c 

海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそ

れらの予測の方法 
第 14 条第１項第５号 第３.２（２）３）④ 

海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価 第 14 条第１項第６号 第３.２（２）３）⑤ 

その他調査結果に基づく事前評価に関して参考となる事 第 14 条第１項第７号 ― 
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（３） 海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合 

 本区分は、上載設備等の全部又は一部を設置場所から撤去して海洋に捨てる廃棄方法である。な

お、架台等の下部構造物については、残置して廃棄する又は陸上へ運搬して処分する場合が考えら

れる。 

 

 本区分で海洋施設を廃棄する場合の事前評価書への記載事項は、次のとおりである。 

第３．許可申請書の添付書類の記載に当たっての留意事項 

１ （略） 

 

２ 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書類（以下「事前評価書」という。）の記載に当たっての留意事項 

 事前評価書には、海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく

事前評価（以下「事前評価」という。）を実施し、その結果を踏まえ、次の（１）から（３）までに掲げる

海洋施設の廃棄方法の区分に応じ、当該（１）から（３）までに掲げる事項について記載するものとする。 

 

（１）～（２） （略） 

 

（３）海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合 

１）廃棄される海洋施設の特性 

①海洋施設の特性に関し把握すべき情報 

 海洋施設の特性に関し、次のアからオまでに掲げる情報を把握するものとする。 

ア 当該海洋施設の主要な材質と構造、塗装、防食陽極等 

イ 当該海洋施設の特徴を適切に表現する大きさ（径、長さ、容積、重量等） 

ウ 上載設備等のうち、海洋に廃棄される施設及び機材等の詳細。それらの中に油や化学物質等が残

される場合には、それぞれの品目、量（容積又は重量）及びその有害性。ただし、廃棄後長時間

が経過して自然劣化に伴う漏洩が生じた時点でも有害性が大きいと判断される物質を含むもの

は、許可省令第 13 条第２号の規定により、海洋に廃棄することはできないことに留意する必要

がある。 

エ 当該海洋施設が廃棄後に浮遊又は移動を生じないための措置及び根拠等。特に、同時に廃棄され

る海洋施設や機材等から内容物が漏洩しないように講ずる措置及び切断したパイプライン等の

ような小型のものを廃棄する場合には、浮遊又は移動を生じないための措置及びその根拠等 

オ 当該海洋施設の運用期間中に生じた事象 

②把握の方法 

 ①の情報については、海洋施設廃棄許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資

料を収集することにより把握することを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する

知見を有する者から聴取し、又は当該海洋施設に係る試料の分析等を行うことにより把握するもの

とする。 

③海洋施設の特性の総括 

 事前評価書には、①のアからオまでに掲げる情報を把握した結果をそれぞれ記載するとともに、

これらの情報に基づき、廃棄される海洋施設の特性を総括し、記載するものとする。 

 

２）事前評価項目の選定 
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 海洋施設の特性並びに許可省令第 13 条において規定する廃棄海域及び廃棄方法に関する基準にかん

がみ、次の①から⑤までに掲げるものを事前評価項目とし、事前評価書に記載するものとする。 

①水環境 

・ 有害物質等による海水の汚れ（ただし、廃棄される海洋施設又は機材の内容物に係る有害物質及

び殺生物性のある防汚塗装が用いられている場合に限る。） 

②海底環境 

・ 底質の粒径組成 

・ 底質の有機物質の量 

・ 有害物質等による底質の汚れ（ただし、廃棄される海洋施設又は機材の内容物に係る有害物質及

び殺生物性のある防汚塗装が用いられている場合に限る。） 

・ 海底地形 

③海洋生物 

・ 付着生物を含む底生生物の生息状況（廃棄海域において付着生物の生息状況を把握することが

困難な場合には、廃棄する海洋施設に付着している生物相） 

・ 有害物質等による廃棄海域の代表的な魚類及び底生生物の汚染（ただし、廃棄される海洋施設、

機材等の内容物に係る有害物質及び防汚塗装が用いられている場合の殺生物成分で、いずれも

生物蓄積性を有するものに限る。） 

④生態系 

・ 藻場、干潟、サンゴ群落その他脆弱な生態系の状態。ただし、廃棄海域の水深等にかんがみ、こ

れらが存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から外すことができる。 

・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は生育にとって重要な海域の状態 

・ 熱水生態系その他の特殊な生態系の状態 

⑤海洋の利用に関する項目 

・ 海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況。ただし、廃棄海域の水深等にか

んがみ、これらの場が存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から外すことができる。 

・ 海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域としての利用状況。ただし、廃棄

海域の水深等にかんがみ、これらの場が存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から

外すことができる。 

・ 漁場としての利用状況 

・ 主要な航路としての利用状況 

・ 海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用状況 

 

３）事前評価の実施 

 事前評価の実施に当たっては、次の①から⑤までの項目ごとに、当該①から⑤までに掲げる事項につ

いて記載するものとする。 

①海洋環境影響調査項目の設定 

 海洋環境影響調査項目は、２）に掲げる事前評価項目と同様とし、事前評価書に記載するものと

する。 

②自然的条件の現況の把握 

ア 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上

で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。 

・ 水深 

・ 流況 

・ 気象及び海象 
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イ アの自然的条件の現況に関する情報については、事業者の有する資料、国、地方公共団体その他

の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近

傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用を基本とし、必要に応じ、

専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとす

る。 

 なお、自然的条件の現況に関する情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある

海域に関する情報に基づき対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができる

ものとする。 

③海洋環境影響調査項目の現況の把握 

ア ②において把握した自然的条件に基づき、影響想定海域を設定する。 

イ 海洋環境影響調査項目のそれぞれについて、次のａからｃまでに掲げるところにより現況を把

握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。 

ａ 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目 

 それぞれの項目につき、影響想定海域の内外において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価

をする上で適切かつ効果的な複数の測点を設定し、適当な指標を用いて現況を明らかにする

ものとする。 

ｂ 海洋生物に関する項目、生態系に関する項目及び海洋の利用に関する項目 

 それぞれの項目につき、海洋生物の種類及び数量、海洋生物の生息又は生育にとって重要

な海域の存在範囲その他の影響想定海域内の状況を把握する。 

ｃ ａ及びｂの海洋環境影響調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他

の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は

近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用を基本とし、必要に

応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握

するものとする。 

 また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期

を設定するものとする。 

 なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関す

る情報に基づき影響想定海域における海洋環境影響調査項目の現況を推定することができるもの

とする。 

④海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の方法 

 影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、③において現況の把握を行っ

た海洋環境影響調査項目のそれぞれについて、例えば、次のアからエまでに掲げるところにより変

化の程度及び当該変化の及ぶ範囲を予測し、その結果を事前評価書に記載するものとする。 

 なお、それぞれの海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲については、

可能な限り定量的に予測するものとする。 

 また、予測の時期は、影響の持続する期間等を踏まえ、影響が最大となる時期その他の適切な時

期を選ぶものとする。 

ア 同種又は類似の既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は解析 

イ 海洋施設の撤去前における設置場所の海洋環境の解析 

ウ 国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の引用又は解析 

エ 予測モデルによる数理計算又は水理模型を用いた実験 

⑤海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価 

 ④の海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の結

果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、事前評価を行うものとする。 

（告示 第３．２（３）） 
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【解説】 

１）廃棄される海洋施設の特性 

 

① 海洋施設の特性に関し把握すべき情報 

 海洋施設の特性に関しては、次の a～cまでに掲げる情報を把握し、結果をそれぞれ記載する。 

 把握の方法は、海洋施設廃棄許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資料を

収集することを基本とし、その情報を a～eの項目内に記載する。 

 

a 当該海洋施設の主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、その主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等を記載する。 

 

b 当該海洋施設の特徴を適切に表現する大きさ（径、長さ、容積、重量等） 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、その特徴を適切に表現する大きさ（径、長さ、容積、重

量等）を記載する。 

 

c 上載設備等のうち、海洋に廃棄される施設及び機材等の詳細。それらの中に油や化学物質等

が残される場合には、それぞれの品目、量（容積又は重量）及びその有害性。ただし、廃棄

後長時間が経過して自然劣化に伴う漏洩が生じた時点でも有害性が大きいと判断される物

質を含むものは、許可省令第 13 条第２号の規定により、海洋に廃棄することはできないこ

とに留意する必要がある。 

 廃棄する海洋施設及び機材などの詳細について、構成要素別に記載する。特に、それらの中

に油や化学物質等を残したまま、海洋に廃棄する場合、それぞれの品目、量（容積又は重量）

及びその有害性について、記載する。 

 

d 当該海洋施設が廃棄後に浮遊又は移動を生じないための措置及び根拠等。特に、同時に廃棄

される海洋施設や機材等から内容物が漏洩しないように講ずる措置及び切断したパイプラ

イン等のような小型のものを廃棄する場合には、浮遊又は移動を生じないための措置及びそ

の根拠等 

 廃棄する海洋施設の構成要素別に、廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないための措置及び根

拠等について記載する。 

 廃棄する海洋施設の構成要素の水中重量、廃棄海域における流況、類似事例における浮遊又

は移動の有無等に基づいて、本項目の情報を記載する。 

 

e 当該海洋施設の運用期間中に生じた事象 

 廃棄する海洋施設の運用期間中に生じた事象について記載する。 
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② 廃棄される海洋施設の特性の総括 

 事前評価書には、①の a～e までに掲げる情報を把握した上で、これらの情報に基づき、廃棄

される海洋施設の特性を総括し、記載する。特に、廃棄する海洋施設に有害物質が含まれていな

いこと及び廃棄後に浮遊又は移動を生じさせないことを説明する必要がある。 

 

 

２）事前評価項目の選定 

事前評価項目は、告示に規定されている表 ３の項目を記載する。 

 

 

３）事前評価の実施 

 事前評価の実施に当たっては、次の①～⑤までの各事項について記載するものとする。 

 

① 海洋環境影響調査項目の設定 

 「２）事前評価項目」と同じ項目を環境影響調査項目として設定し、一覧と共にその旨を記

載する。 

 

 

② 自然的条件の現況の把握 

 事前評価をする上で必要な a～cに掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を記載する。 

 把握の方法は、海洋施設廃棄許可申請者の有する資料、国、地方公共団体その他の機関が有す

る調査研究の成果その他の資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近傍の海域で行わ

れた他の環境影響評価において用いられた資料の引用を基本とし、その情報を a～c の項目内に

記載する。 

 なお、自然的条件の現況に関する情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海

域に関する情報に基づき対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができる。 

 

a 水深 

 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域における水深について、水深が読み取れるような海

図等を示し、記載する。 

 

b 流況 

 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域における流況について記載する。 
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c 気象及び海象 

 海洋施設の廃棄海域及びその周辺の海域における気象及び海象について記載する。 

 

 

③ 海洋環境影響調査項目の現況の把握 

影響想定海域を設定した上で、この海域における上記で設定した各海洋環境影響調査項目の現

況を把握し、その結果を事前評価書に記載する。 

 

a 影響想定海域  

 影響想定海域とは、自然的条件等を基に、調査項目に関し、海洋施設の廃棄による影響が及

ぶと予測される海域のことである。水深や底質、流況等を考慮し、海底までを立体的に考えた

場合に、環境影響を受けるおそれがあると認められる範囲をいう。一般的には影響の予測範囲

となるが、評価の対象となる要素によっては、影響想定海域内の限定された海域のみが予測範

囲となる場合もある。 

 ②において把握した自然的条件に基づき、影響想定海域を設定し、図面で示す。 

 

b 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目 

 それぞれの項目につき、影響想定海域の内外において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価

をする上で適切かつ効果的な複数の測点を設定し、適当な指標を用いて現況を記載する。 

 

c 海洋生物に関する項目、生態系に関する項目及び海洋の利用に関する項目 

 それぞれの項目につき、海洋生物の種類及び数量、海洋生物の生息又は生育にとって重要な

海域の存在範囲その他の影響想定海域内の現況を把握し、その結果を記載する。 

 

ｂ及び cの把握の方法は、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の

資料の収集、既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価に

おいて用いられた資料の引用を基本し、その情報も記載する。 

また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期に

留意する。 

 既存資料により現況把握を行う場合には、可能な限り最新の情報を利用することが必要であ

る。仮に古いデータである場合、専門家、漁業関係者、当該海域を航行する船舶の関係者等か

らの聴取により、現況を把握する必要がある。 

 日本周辺の脆弱な生態系、重要な海域の状態、特殊な生態系等の海洋環境に関する情報は、

環境省ウェブサイトにおいて情報が掲載されているため、次の URL を参照されたい。 
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 http://www.env.go.jp/water/kaiyo/ocean_disp/4benri/index.html 

 また、重要な生物として、海産哺乳類、ウミガメ等の回遊路、漁獲対象魚種の産卵場や生育

場等の情報も確認する必要がある。 

 なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に

関する情報に基づき影響想定海域における海洋環境影響調査項目の現況を推定することがで

きる。 

 

 

④ 海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の方

法 

 影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにする。また、③において現況の把握を行っ

た海洋環境影響調査項目のそれぞれについて、例えば下記の方法により、海洋施設の廃棄による

変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲を予測し、その結果を記載する。また、その予測の方法につ

いても記載する。 

・ 同種又は類似の既往の海洋施設廃棄の事例の引用又は解析 

・ 海洋施設の撤去前における設置場所の海洋環境の解析 

・ 国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の引用又は解析 

・ 予測モデルによる数理計算又は水理模型を用いた実験 

 なお、それぞれの海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲については、

可能な限り定量的に予測する。 

 また、予測の時期は、影響の持続する期間等を踏まえ、影響が最大となる時期その他の適切な

時期を選ぶこととする。 

 

 

⑤ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価 

 ④の海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の

結果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、事前評価を行い、その結果を記載

する。 
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表 ３ 事前評価書の記載項目（海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合） 

記載事項 
根拠法令（海洋汚染等防止法：第４３条の４第１項） 

許可省令 告示 

廃

棄

さ

れ

る

海

洋

施

設

の

特

性 

海洋施

設の特

性に関

し把握

すべき

情報 

当該海洋施設の主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等 第 14 条第１項第１号 第３.２（３）１）①ア 

当該海洋施設の大きさ（径、長さ、容積、重量等） 第 14 条第１項第１号 第３.２（３）１）①イ 

上載設備等のうち、海洋に廃棄される施設及び機材等の詳細。そ

れらの中に油や化学物質等が残される場合には、それぞれの品

目、量（容積又は重量）及びその有害性。 

第 14 条第１項第１号 第３.２（３）１）①ウ 

当該海洋施設が廃棄後に浮遊又は移動を生じないための措置及

び根拠等。特に、同時に廃棄される海洋施設や機材等から内容物

が漏洩しないように講ずる措置及び切断したパイプライン等の

ような小型のものを廃棄する場合には、浮遊又は移動を生じない

ための措置及びその根拠等 

第 14 条第１項第１号 第３.２（３）１）①エ 

当該海洋施設の運用期間中に生じた事象 第 14 条第１項第１号 第３.２（３）１）①オ 

把握の方法 第 14 条第１項第１号 第３.２（３）１）② 

廃棄される海洋施設の特性の総括 第 14 条第１項第１号 第３.２（３）１）③ 

事

前

評

価

項

目 

水環境 
有害物質等による海水の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）① 

海底 

環境 

底質の粒径組成 第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）② 

底質の有機物質の量 第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）② 

有害物質等による底質の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）② 

海底地形 第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）② 

海洋 

生物 

付着生物を含む底生生物の生息状況（廃棄海域において付着生物

の生息状況を把握することが困難な場合には、廃棄する海洋施設

に付着している生物相） 

第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）③ 

有害物質等による廃棄海域の代表的な魚類及び底生生物の汚染

（廃棄される海洋施設、機材等の内容物に係る有害物質及び防汚

塗装が用いられている場合の殺生物成分で、いずれも生物蓄積性

を有するものに限る。） 

第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）③ 

生態系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他脆弱な生態系の状態(存在しない

ことが明らかな場合には事前評価項目から外すことが可能） 
第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）④ 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は

生育にとって重要な海域の状態 
第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）④ 

熱水生態系その他特殊な生態系の状態 第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）④ 

海洋の

利用 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況

(存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から外すこと

が可能） 

第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）⑤ 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域

としての利用状況(存在しないことが明らかな場合には事前評価

項目から外すことが可能） 

第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）⑤ 

漁場としての利用状況 第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）⑤ 

主要な航路としての利用状況 第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）⑤ 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利

用状況 
第 14 条第１項第２号 第３.２（３）２）⑤ 

事

前

評

価

の

実

施 

海

洋

環

境

影

響

調

査

項

目

の

設

定 

水
環
境 

有害物質等による海水の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

海

底

環

境 

底質の粒径組成 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

底質の有機物質の量 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

有害物質等による底質の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

海底地形 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

海

洋

生

物 

付着生物を含む底生生物の生息状況（廃棄海域において付着生物

の生息状況を把握することが困難な場合には、廃棄する海洋施設

に付着している生物相） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

有害物質等による廃棄海域の代表的な魚類及び底生生物の汚染

（廃棄される海洋施設、機材等の内容物に係る有害物質及び防汚

塗装が用いられている場合の殺生物成分で、いずれも生物蓄積性

を有するものに限る。） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 
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表 ３ 事前評価書の記載項目（海洋施設のうち上載設備等の全部又は一部を海洋に捨てる場合）

（続き） 

記載事項 
根拠法令（海洋汚染等防止法：第４３条の４第１項） 

許可省令 告示 

事

前

評

価

の

実

施 

海

洋

環

境

影

響

調

査

項

目

の

設

定 

生

態

系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他脆弱な生態系の状態(存在しない

ことが明らかな場合には事前評価項目から外すことが可能） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は

生育にとって重要な海域の状態 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

熱水生態系その他特殊な生態系の状態 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

海

洋

の

利

用 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況

(存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から外すこと

が可能） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域

としての利用状況(存在しないことが明らかな場合には事前評価

項目から外すことが可能） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

漁場としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

主要な航路としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利

用状況 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）① 

自
然
的
条
件
の
把
握 

水深 第 14 条第１項第４号 第３.２（３）３）②ア 

流況 第 14 条第１項第４号 第３.２（３）３）②ア 

気象及び海象 第 14 条第１項第４号 第３.２（３）３）②ア 

把握の方法 ※記載があれば個別に項目を立てなくてもよい 第 14 条第１項第４号 第３.２（３）３）②イ 

海

洋

環

境

影

響

調

査

項

目

の

現

況

の

把

握 

影響想定海域の設定 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③ア 

水
環
境 

有害物質等による海水の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ a 

海

底

環

境 

底質の粒径組成 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ a 

底質の有機物質の量 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ a 

有害物質等による底質の汚れ（廃棄される海洋施設に殺生物性の

ある防汚塗装が用いられている場合） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ a 

海底地形 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ a 

海

洋

生

物 

付着生物を含む底生生物の生息状況（廃棄海域において付着生物

の生息状況を把握することが困難な場合には、廃棄する海洋施設

に付着している生物相） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

有害物質等による廃棄海域の代表的な魚類及び底生生物の汚染

（廃棄される海洋施設、機材等の内容物に係る有害物質及び防汚

塗装が用いられている場合の殺生物成分で、いずれも生物蓄積性

を有するものに限る。） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

生

態

系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他脆弱な生態系の状態(存在しない

ことが明らかな場合には事前評価項目から外すことが可能） 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生息又は

生育にとって重要な海域の状態 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

熱水生態系その他特殊な生態系の状態 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

海

洋

の

利

用 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況

(存在しないことが明らかな場合には事前評価項目から外すこと

が可能） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域

としての利用状況(存在しないことが明らかな場合には事前評価

項目から外すことが可能） 

第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

漁場としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

主要な航路としての利用状況 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利

用状況 
第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ b 

把握の方法 ※記載があれば個別に項目を立てなくてもよい 第 14 条第１項第３号 第３.２（３）３）③イ c 

海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそ

れらの予測の方法 
第 14 条第１項第５号 第３.２（３）３）④ 

海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価 第 14 条第１項第６号 第３.２（３）３）⑤ 

その他調査結果に基づく事前評価に関して参考となる事 第 14 条第１項第７号 ― 
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【ポイント】事前評価書の記載について 

・ 廃棄海域及び廃棄方法が、当該廃棄海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれが

ないものであることを説明しているか。 

・ 廃棄するものに有害物が含まれていないことを説明しているか。 

・ 廃棄により想定される影響について説明しているか。 
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第２部 着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方 

 第２部では、着床式洋上風力発電施設の廃棄許可およびそれに伴う残置に係る考え方について、

「着床式洋上風力発電施設の残置に係る検討会」における議論を踏まえて、とりまとめた。 

 なお、ここでの内容は、利用可能な最良の技術（BAT = Best Available Technology）の進展状

況や社会情勢等の変化に対応する形で必要に応じて更新する。 

 

２.１ 海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがない廃棄方法の考え

 方 

 着床式洋上風力発電設備の主な基礎形式として、モノパイル式、ジャケット式及び重力式があり、

設置海域の自然条件、経済性等を考慮して、この三方式のいずれかの選定が行われていくものと考

えられる。本項目においては、廃棄許可の基準の一つである「海洋環境の保全に著しい障害を及ぼ

すおそれがない廃棄方法の考え方」をより明確化するために、上記基礎形式のうち、モノパイル式

をモデルケースに設定し、その考え方を示す。モノパイル式を選定した理由は下記の通りである。 

 工事が容易かつ安価であることから、現在はモノパイル式が主流となっている（欧州の例：

2020 年度に欧州で施工された洋上風力発電設備のうち 80％がモノパイル式、また 2020 年度

までに欧州で施工された洋上風力発電設備の累計のうち、約 80%はモノパイル式が採用され

ている11。 

 基礎等の設置については、モノパイル式とジャケット式は杭（基礎）を海底面下 30～60ｍの

深さまで杭打するとしているが、重力式に杭打作業はない。したがって、杭（基礎）の撤去

作業を要するモノパイル式とジャケット式は、より撤去が困難であることが想定され、一部

残置の可能性が考えられる。 

 モノパイル式は、単純な構造を有していることから、残置に係る基本的な海洋環境影響の検

討に適しており、示された考え方が他の基礎形式の参考となることが考えられる。 

 

なお、以上については、本項目において示す考え方をより明確化するため、モデルケースとな

る基礎形式を検討したものであり、残置が可能とされる又は許可される基礎形式を検討したもの

ではないことに留意が必要である。  

                                                      
11 https://windeurope.org/intelligence-platform/product/offshore-wind-in-europe-key-trends-and-statistics-

2020/ 
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２.１.１ 一部残置せざるを得ない場合における残置する部分の適切な範囲 

 海洋汚染等防止法においては、完全撤去を原則としているが、撤去することのマイナス要因が、

一部残置することのマイナス要因を上回る場合に、一部残置を容認する可能性が考えられる。 

 この上で、廃棄する着床式洋上風力発電設備の基礎を一部残置せざるを得ない場合、撤去に伴う

底生生物を含む海洋環境への影響、安全面における影響、他の海域利用者への影響等を考慮すると、

残置する部分は、支持構造物の下部となることが想定される。下記に、想定される撤去案を示す。 

 

〇想定される撤去案 

①全撤去し、原状回復 

 

 

図 ７ 想定される撤去案①（全撤去し、原状回復） 

（着床式洋上風力発電設備の図の出典：洋上風力発電設備に関する

技術基準の統一的解説より編集して使用） 

 

風車及び支持構造物の

すべてを撤去する。 

なお、全撤去したものを

陸上処分する場合、海洋

汚染等防止法に基づく

廃棄許可は不要である。 

※全撤去を計画してい

たが、引き抜きの際に杭

が破損するなど、やむを

えず全撤去が難しくな

った場合は、一部残置せ

ざるを得ない海洋施設

について廃棄許可の申

請を行う必要があるこ

とに留意する。 
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②海底面下で一部残置 

 

図 ８ 想定される撤去案②（海底面下で一部残置） 

（着床式洋上風力発電設備の図の出典：洋上風力発電設備に関する

技術基準の統一的解説より編集して使用） 

 

海底面下、適切な位置で

切断し、風車及び支持構

造物の上部を撤去する。 

この場合、残置する支持

構造物の下部について

は、告示における廃棄方

法の区分のうち、「(１)

上載設備等の全部及び

架台等の全部又は大部

分を陸上に撤去し、架台

等の残部及びパイプラ

イン等を残置する場合」

の区分が適用される。 

 

③海底面上で一部残置 

 
図 ９ 想定される撤去案③（海底面上で一部残置） 

（着床式洋上風力発電設備の図の出典：洋上風力発電設備に関する

技術基準の統一的解説より編集して使用） 

 

海底面上で切断し、風車

及び支持構造物の上部

を撤去する。 

この場合、残置する支持

構造物の下部について

は、告示における廃棄方

法の区分のうち、「（１）

上載設備等の全部及び

架台等の全部又は大部

分を陸上に撤去し、架台

等の残部及びパイプラ

イン等を残置する場合」

の区分が適用される。 

 

 なお、あくまでも上記の撤去案は一例であり、この限りではないことに留意する必要がある。ま

た、切断位置を含め、いずれの撤去案についても、必ず廃棄許可が発給される撤去の事例を示して

いるものではなく、廃棄許可申請の審査の際には、海洋環境、漁場等の海洋の利用状況、工事・航

行等の安全性等を考慮した、個々の事例や適用法令に基づく検討が必要となることに留意する必要

がある。 

 また、廃棄方法の計画については、事前に技術的な実現性等について十分な検討を行った上で、

作成する必要がある。 
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２.１.２ 撤去に係る工事が海洋環境に与える影響 

 海洋施設の残置にあたっては、事業者は、海洋環境に与える影響も踏まえて、海洋施設の撤去方

法を検討する必要がある。 

 例えば、切断方法について、海中へのかく乱の防止という観点から杭を内部から切断する技術を

選択するなど、より環境への影響が少ないとされる工法を選択する必要がある。杭を内部から切断

する技術としては、Abrasive water jet cutting（AWJ）などが考えられる。 

 

２.１.３ 残置する施設の防汚塗料、防食塗料等が海洋環境に与える影響 

 着床式洋上風力発電施設における防汚塗料や防食塗料に関する情報は限られているが、海洋環境

への有害性が認められているトリブチルスズ（TBT）等の化学物質は、化学物質の審査及び製造等の

規制に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号）12の特定化学物質に指定され、製造・輸入が禁止され

ていること等により、防汚塗料・防食塗料による海洋環境へのリスクは低いと思われる。 

 また、告示において、廃棄される海洋施設の特性に関し把握すべき情報の一つとして、当該海洋

施設の主要な材質及び構造、塗装、防食陽極等に関する情報を事前評価書に記載することを義務付

けている（「１.３.３ 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果

に基づく事前評価に関する事項を記載した書類（事前評価書）」（p. 31）参照）。事業者は、廃棄許

可申請の審査に際しては、当該情報も含めて、廃棄許可の基準の一つである「海洋環境の保全に著

しい障害を及ぼすおそれがないもの」に適合していることが確認されることを踏まえ、廃棄許可の

申請を行う必要がある。 

  

                                                      
12 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC0000000117 



65 

２.２ 海洋に捨てる方法以外の適切な処分の方法の考え方 

 

２.２.１ 有効利用の可能性 

 廃棄される海洋施設の量の最小化という観点からも、有効利用（再資源化等及び再活用を含む。）

の可能性を検討する必要がある。例えば、事業終了後の海洋施設の有効利用の一つとして、魚礁と

しての利用の可能性が考えられる。なお、有効利用する場合、海洋汚染等防止法に基づく廃棄許可

は不要となるが、有効利用であると客観的に判断されるには当該海洋施設が十分な管理の下に積極

的に利用されることが必要である。詳細は「１.３.２ 海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がな

いものであることを説明する書類」の「有効利用」（p. 29）を参照されたい。 

 

２.２.２ 撤去すべきもの 

 「２.１.１ 一部残置せざるを得ない場合における残置する部分の適切な範囲」（p. 60）におい

て示した撤去案にあるとおり、モノパイル式の着床式洋上風力発電設備を廃棄する場合、残置の可

能性が考えられる部分は、支持構造物の下部であり、風車及び支持構造物の上部は、その場から撤

去可能であることが想定されるため、撤去を行うことが望ましい。 

 撤去された風車及び支持構造物の上部は、陸上処分することが推奨される。 
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２.３ 廃棄後の監視報告のあり方の考え方 

 

２.３.１ 原状回復の確認の際の起点 

 廃棄後の監視の方法及び監視の実施時期については、告示において、廃棄方法の区分別に、その

内容が定められており（「１.３.１ 海洋施設廃棄の許可申請書」の「（４）海洋施設の廃棄海域の汚

染状況の監視に関する計画に係る事項」（p. 20）参照）、事業者は、この告示の内容に従うことが義

務付けられている。 

 この上で、原状回復の起点については、基本的に着床式洋上風力発電施設の建設前とし、この起

点と同様の海洋環境に回復すると想定される時期に監視を実施することが推奨される。 

 また、着床式洋上風力発電施設の運転開始以降にも定期的に海洋環境の監視を行い、施設の運転

を要因としたものによらず環境変化を把握することが重要であり、そうした環境変化も踏まえて、

原状回復に努めることが望ましい。 

 

２.３.２ 残置後の監視を行うべき適切な時期 

 上述のとおり、廃棄後の監視の方法及び監視の実施時期については、告示において、廃棄方法の

区分別に、その内容が定められており（「１.３.１ 海洋施設廃棄の許可申請書」の「（４）海洋施設

の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項」（p. 20）参照）、事業者は、この告示の内容

に従うことが義務付けられている。 

 なお、監視は、海域の状況に問題がないと確認される時期まで実施することが前提であり、許可

基準の一つである「当該廃棄海域の海洋保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること」

（法第 43条の３）を確保する必要がある。 
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第３部 参考資料集 

 第３部では、着床式洋上風力発電施設の残置を検討する上で参考となる国内の海洋施設の残置の

事例、海外の着床式洋上風力発電施設の残置の事例及び廃止に係る法規制、並びに国際的な枠組み

について、とりまとめた。 

 

３.１ 国内の事例 
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３.２ 海外の事例 

 ここでは、海外の着床式洋上風力発電施設の残置の事例及び廃止に係る法規制、並びに国際的な

枠組みについて、とりまとめた。 

 なお、海外の着床式洋上風力発電施設の残置の事例については、比較的小型の施設であり、現状

の撤去技術に基づく廃止事例であることを念頭において参考とされたい。 

 

 

 

 

 

13 洋上風力発電施設検討委員会．洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説（令和２年３月版）． 
14 https://www.4coffshore.com/ 
15 https://www.wind-energy-the-facts.org/development-and-investment-costs-of-offshore-wind-power-5.html 
16 http://log.jwpa.jp/content/0000289624.html 
17 Lindell, H. 2003. Utgrunden off-shore wind farm - Measurements of underwater noise.  

https://www.offshorewindenergy.org/COD/reports/report-files/report_042.pdf 
18 Breton, S.-P., and Moe, G. 2009. Status, plans and technologies for offshore wind turbines in Europe and 

North America. Renewable Energy, 34: 646-654. 
19 Smith, G., and Lamont, G. 2017. Decommissioning of Offshore Wind Installations - What we can Learn. 

https://www.dnv.com/publications/decommissioning-of-offshore-wind-installations-what-we-can-learn-

windeurope-offshore-wind-energy-2017-101749 
20 https://www.power-technology.com/features/full-circle-decommissioning-first-ever-offshore-windfarm/ 
21 Topham, E., and McMillan, D. 2017. Sustainable decommissioning of an offshore wind farm. Renewable 

Energy, 102: 470-480. 
22 https://ziton.eu/wp-content/uploads/2018/08/ZITON_Greater_Gabbard_case_story_final.pdf 
23 https://ocean-energyresources.com/2017/12/01/successful-decommissioning-of-doggerbank-met-masts/ 
24 https://www.rglservices.co.uk/services/underwater-pile-cutting/ 
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25 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/20/contents 
26 https://www.gov.uk/government/publications/decommissioning-offshore-renewable-energy-installations 
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27 https://docplayer.net/41389347-Document-no-403-mgt100-ggr-107-document-title-decommissioning-programme-

greater-gabbard-offshore-wind-farm-project.html 
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 28 https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/ny-vagledning-om-nedmontering-av-vindkraft/ 
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29 https://maritime-executive.com/article/first-offshore-wind-farm-decommissioning-complete 
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30 GL Garrad Hassan Canada Inc. 2016. Assessment of Offshore Wind Farm Decommissioning Requirements. 

https://www.ontario.ca/page/assessment-offshore-wind-farm-decommissioning-requirements 
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３.３ IMO 決議 A.672 (16) 

 海洋法に関する国際連合条約（国連海洋法条約）（United Nations Convention on the Law of 

the Sea：UNCLOS）第 60 条第３項では、排他的経済水域の利用されなくなった施設を航行安全の確

保のために除去する際には、権限のある国際機関が除去に関して定めており、かつ一般的に受け入

れられている国際的基準を考慮することとなっている。これを受け、国際海事機関（International 

Maritime Organization：IMO）は、1989 年に総会決議 A. 672 (16) Guidelines and Standards for 

the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the 

Exclusive Economic Zone（大陸棚及び排他的経済水域における洋上施設及び構造物の撤去のため

のガイドライン及び基準）を採択した。 

 

UNCLOS 第 60 条第３項 抜粋 

「・・・人工島、施設又は構築物の建設については、適当な通報を行わなければならず、また、その存在

について注意を喚起するための恒常的な措置を維持しなければならない。放棄され又は利用されなくなっ

た施設又は構築物は、権限のある国際機関がその除去に関して定める一般的に受け入れられている国際的

基準を考慮して、航行の安全を確保するために除去する。その除去に当たっては、漁業、海洋環境の保護

並びに他の国の権利及び義務に対しても妥当な考慮を払う。完全に除去されなかった施設又は構築物の水

深、位置及び規模については、適当に公表する。」 

 

 IMO 総会決議 A. 672 (16) は、IMO の加盟国に対して、大陸棚及び排他的経済水域で放棄され又

は利用されなくなった施設又は構造物について、完全撤去を原則とした上で、非撤去又は一部非撤

去を認める場合に加盟国が参考にすべきガイドライン・基準を示したものである。 

 

 IMO 総会決議 A. 672 (16)の英文のテキストは、下記の IMO ウェブサイトより参照されたい。 

 https://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/A-1987-89.aspx 
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３.４ ロンドン条約 1996 年議定書 

 ロンドン条約 1996 年議定書は、正式には「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の

防止に関する条約の 1996 年の議定書（1996 Protocol to the Convention on the Prevention of 

Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972）」であり、2006 年に発効した。

「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」（ロンドン条約）による海洋汚染

の防止措置を更に強化するために採択された。 

 陸上起源の廃棄物その他の物の海洋（海底下も含む）投棄及び洋上焼却を原則禁止とし、海洋投

棄を検討することができる廃棄物その他のものを限定的に列挙するとともに、海洋投棄する場合に

は、当該廃棄物その他の物の海洋投棄が海洋環境にもたらす影響を予測・評価し、その上で規制当

局が許可を発給することを規定している。 

 

 ロンドン条約 1996 年議定書の和文・英文のテキスト等は下記の外務省 HP より参照されたい。 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_5.html 

 


